
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政

令
第
三
百
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を

実
施
す
る
た
め
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章
の
二
　
特
別
特
定
機
械
等
（
第
二
条
の
二
）

第
二
章
　
ボ
イ
ラ
ー

第
一
節
　
製
造
（
第
三
条―
第
九
条
）

第
二
節
　
設
置
（
第
十
条―

第
十
七
条
）

第
三
節
　
ボ
イ
ラ
ー
室
（
第
十
八
条―

第
二
十
二

条
）

第
四
節
　
管
理
（
第
二
十
三
条―

第
三
十
六
条
）

第
五
節
　
性
能
検
査
（
第
三
十
七
条―

第
四
十
条
）

第
六
節
　
変
更
、
休
止
及
び
廃
止
（
第
四
十
一
条―

第
四
十
八
条
）

第
三
章
　
第
一
種
圧
力
容
器

第
一
節
　
製
造
（
第
四
十
九
条―

第
五
十
五
条
）

第
二
節
　
設
置
（
第
五
十
六
条―

第
六
十
一
条
）

第
三
節
　
管
理
（
第
六
十
二
条―

第
七
十
一
条
）

第
四
節
　
性
能
検
査
（
第
七
十
二
条―

第
七
十
五

条
）

第
五
節
　
変
更
、
休
止
及
び
廃
止
（
第
七
十
六
条―

第
八
十
三
条
）

第
四
章
　
第
二
種
圧
力
容
器
（
第
八
十
四
条―

第
九
十

条
）

第
五
章
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
圧
力
容
器
（
第
九

十
条
の
二―

第
九
十
六
条
）

第
六
章
　
免
許

第

一

節

　

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ
ラ

ー
技
士
免
許
及
び
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免

許
（
第
九
十
七
条―

第
百
三
条
）

第

二

節

　

特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
及
び
普
通
ボ

イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
（
第
百
四
条―

第
百

十
二
条
）

第
三
節
　
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
（
第
百
十
三
条―

第
百
十
八
条
）

第
四
節
　
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者

免
許
（
第
百
十
九
条
）

第

七

章

　

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
、
化
学
設
備
関
係

第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講

習
及
び
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主

任
者
技
能
講
習
（
第
百
二
十
条―

第
百
二
十

四
条
）

第
八
章
　
雑
則
（
第
百
二
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ

ー
を
い
う
。

二
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
　
令
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
小

型
ボ
イ
ラ
ー
を
い
う
。

三
　
第
一
種
圧
力
容
器
　
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る

第
一
種
圧
力
容
器
を
い
う
。

四
　
小
型
圧
力
容
器
　
令
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
小

型
圧
力
容
器
を
い
う
。

五
　
第
二
種
圧
力
容
器
　
令
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る

第
二
種
圧
力
容
器
を
い
う
。

六
　

高
使
用
圧
力
　
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
若
し
く
は
温
水

ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
若
し
く
は
第
二
種

圧
力
容
器
に
あ
つ
て
は
そ
の
構
造
上
使
用
可
能
な

高
の
ゲ
ー
ジ
圧
力
（
以
下
「
圧
力
」
と
い
う
。
）
を

い
う
。

（
伝
熱
面
積
）

第
二
条
　
令
第
一
条
第
三
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
伝
熱
面
積
の
算
定
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ

イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
を
も
つ

て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
水
管
ボ
イ
ラ
ー
及
び
電
気
ボ
イ
ラ
ー
以
外
の
ボ
イ

ラ
ー
　
火
気
、
燃
焼
ガ
ス
そ
の
他
の
高
温
ガ
ス
（
以

下
「
燃
焼
ガ
ス
等
」
と
い
う
。
）
に
触
れ
る
本
体
の

面
で
、
そ
の
裏
面
が
水
又
は
熱
媒
に
触
れ
る
も
の
の

面
積
（
燃
焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る
面
に
ひ
れ
、
ス
タ
ツ

ド
等
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ひ
れ
、
ス

タ
ツ
ド
等
に
つ
い
て
次
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
を
準
用
し

て
算
定
し
た
面
積
を
加
え
た
面
積
）

二
　
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
以
外
の
水
管
ボ
イ
ラ
ー
　
水
管
及

び
管
寄
せ
の
次
の
面
積
を
合
計
し
た
面
積

イ
　
水
管
（
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
該
当
す
る
水
管
を
除

く
。
）
又
は
管
寄
せ
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
燃

焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
燃
焼
ガ

ス
等
に
触
れ
る
面
の
面
積

ロ
　
ひ
れ
が
長
手
方
向
に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、

か
つ
、
ひ
れ
の
両
面
が
燃
焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る
水

管
に
あ
つ
て
は
、
ひ
れ
の
片
面
の
面
積
に
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
ひ
れ
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

面
積
を
管
の
外
周
の
面
積
に
加
え
た
面
積

ひ
れ
の
区
分

係
数

両
面
に
放
射
熱
を
う
け
る
も
の

一
・
〇

片
面
に
放
射
熱
、
他
面
に
接
触
熱
を

う
け
る
も
の

〇
・
七

両
面
に
接
触
熱
を
う
け
る
も
の

〇
・
四

ハ
　
ひ
れ
が
長
手
方
向
に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、

か
つ
、
ひ
れ
の
片
面
が
燃
焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る
水

管
に
あ
つ
て
は
、
ひ
れ
の
片
面
の
面
積
に
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
ひ
れ
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

面
積
を
管
の
外
周
の
う
ち
燃
焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る

部
分
の
面
積
に
加
え
た
面
積

ひ
れ
の
区
分

係
数

放
射
熱
を
う
け
る
も
の

〇
・
五

接
触
熱
を
う
け
る
も
の

〇
・
二

ニ
　
ひ
れ
が
円
周
方
向
又
は
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
取
り

付
け
ら
れ
て
い
る
水
管
に
あ
つ
て
は
、
ひ
れ
の
片

面
の
面
積
（
ス
パ
イ
ラ
ル
状
の
ひ
れ
に
あ
つ
て

は
、
ひ
れ
の
巻
数
を
円
周
方
向
の
ひ
れ
の
枚
数
と

し
て
円
周
方
向
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
ひ
れ
と

み
な
し
て
算
定
し
た
面
積
）
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト

の
面
積
を
管
の
外
周
の
面
積
に
加
え
た
面
積

ホ
　
耐
火
れ
ん
が
に
よ
つ
て
お
お
わ
れ
た
水
管
に
あ

つ
て
は
、
管
の
外
側
の
壁
面
に
対
す
る
投
影
面
積

ヘ
　
耐
火
物
に
よ
つ
て
お
お
わ
れ
て
い
る
ス
タ
ツ
ド

チ
ユ
ー
ブ
で
、
壁
に
配
置
し
て
あ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
管
の
外
周
の
面
積
の
二
分
の
一
の
面
積
、
そ

の
被
覆
物
の
全
周
が
燃
焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る
も
の

に
あ
つ
て
は
管
の
外
周
の
面
積

ト
　
燃
焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る
ス
タ
ツ
ド
チ
ユ
ー
ブ
に

あ
つ
て
は
、
ス
タ
ツ
ド
の
側
面
の
面
積
の
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
の
面
積
を
管
の
外
周
の
面
積
に
加
え
た

面
積

チ
　
ベ
ー
レ
ー
式
水
壁
に
あ
つ
て
は
、
燃
焼
ガ
ス
等

に
触
れ
る
面
の
面
積

三
　
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
　
燃
焼
室
入
口
か
ら
過
熱
器
入
口

ま
で
の
水
管
の
燃
焼
ガ
ス
等
に
触
れ
る
面
の
面
積

四
　
電
気
ボ
イ
ラ
ー
　
電
力
設
備
容
量
六
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
を
一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
み
な
し
て
そ
の

大
電
力

設
備
容
量
を
換
算
し
た
面
積

第
一
章
の
二
　
特
別
特
定
機
械
等

（
特
別
特
定
機
械
等
）

第
二
条
の
二
　
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
特
定
機
械
等
は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除

く
。
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
一
種
圧
力
容
器

（
小
型
圧
力
容
器
を
除
く
。
第
三
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
。

第
二
章
　
ボ
イ
ラ
ー

第
一
節
　
製
造

（
製
造
許
可
）

第
三
条
　
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
製
造

し
よ
う
と
す
る
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局

長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に

当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
ボ
イ
ラ
ー
と
型
式
が
同
一
で

あ
る
ボ
イ
ラ
ー
（
以
下
「
許
可
型
式
ボ
イ
ラ
ー
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー

製
造
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
の
構

造
を
示
す
図
面
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添

え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
強
度
計
算

二
　
ボ
イ
ラ
ー
の
製
造
及
び
検
査
の
た
め
の
設
備
の
種

類
、
能
力
及
び
数

三
　
工
作
責
任
者
の
経
歴
の
概
要

四
　
工
作
者
の
資
格
及
び
数

五
　
溶
接
に
よ
つ
て
製
造
す
る
と
き
は
、
溶
接
施
行
法

試
験
結
果

（
変
更
報
告
）

第
四
条
　
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許

可
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
許
可
型
式
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造

す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
又

は
同
項
第
三
号
の
工
作
責
任
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
検
査
）

第
五
条
　
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
登
録
製
造
時
等
検
査

機
関
（
以
下
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
い
う
。
）

の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
が
行
う

検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
構
造
検
査
」
と
い

う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
構
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
構

造
検
査
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書

（
様
式
第
三
号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し

た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ

の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し

た
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
ボ
イ

ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
構
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
五
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
前
条
の
構
造
検
査
の
業
務
の

全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都

道
府
県
労
働
局
長
（
組
立
式
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
つ
て
は
、

当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働

局
長
）
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
す
る
。

（
構
造
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
六
条
　
構
造
検
査
を
受
け
る
者
は
、
次
の
事
項
を
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
を
検
査
し
や
す
い
位
置
に
置
く
こ
と
。

二
　
水
圧
試
験
の
準
備
を
す
る
こ
と
。

三
　
安
全
弁
（
温
水
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
つ
て
は
、
逃
が
し

弁
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
水
面
測

定
装
置
（
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
で
水
位
の
測
定
を
必
要
と

す
る
も
の
の
検
査
の
場
合
に
限
る
。
）
を
取
り
そ
ろ

え
て
お
く
こ
と
。

２
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
構
造
検
査
の
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
構
造
検
査
を

受
け
る
者
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
の
被
覆
物
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
除

く
こ
と
。

二
　
管
若
し
く
は
リ
ベ
ツ
ト
を
抜
き
出
し
、
又
は
板
若

し
く
は
管
に
穴
を
あ
け
る
こ
と
。

三
　
鋳
鉄
製
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
つ
て
は
、
解
体
す
る
こ

と
。

四
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

３
　
構
造
検
査
を
受
け
る
者
は
、
当
該
検
査
に
立
ち
会
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
溶
接
検
査
）

第
七
条
　
溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登

録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
が
附
属
設
備
（
過
熱

器
及
び
節
炭
器
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
圧
縮
応
力
以
外
の
応
力
を
生
じ
な
い

部
分
の
み
が
溶
接
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
貫
流
ボ
イ
ラ

ー
（
気
水
分
離
器
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
が
行

う
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
溶
接
検
査
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の

溶
接
作
業
に
着
手
す
る
前
に
、
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
検
査
申

請
書
（
様
式
第
七
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
（
様

式
第
八
号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し

た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ

の
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
溶
接
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
七
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
前
条
の
溶
接
検
査
の
業
務
の

全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
都

道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と

す
る
。

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
八
条
　
溶
接
検
査
を
受
け
る
者
は
、
次
の
事
項
を
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
機
械
的
試
験
の
試
験
片
を
作
成
す
る
こ
と
。

二
　
放
射
線
検
査
の
準
備
を
す
る
こ
と
。

２
　
溶
接
検
査
を
受
け
る
者
は
、
当
該
検
査
に
立
ち
会
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
就
業
制
限
）

第
九
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
四
号
の
業
務
の
う

ち
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
の
業
務
に
つ
い
て
は
特
別
ボ
イ
ラ

ー
溶
接
士
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下
「
特
別
ボ
イ
ラ
ー

溶
接
士
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
つ

か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
溶
接
部
の
厚
さ
が
二

十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
又
は
管
台
、
フ
ラ
ン

ジ
等
を
取
り
付
け
る
場
合
の
溶
接
の
業
務
に
つ
い
て

は
、
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下

「
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
」
と
い
う
。
）
を
当
該
業
務
に

つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
　
設
置

（
設
置
届
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
を

除
く
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ボ
イ
ラ
ー
設
置
届
（
様

式
第
十
一
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）

及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
事

業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以

下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
八
条
の
ボ
イ
ラ
ー
室
及
び
そ
の
周
囲
の
状
況

二
　
ボ
イ
ラ
ー
及
び
そ
の
配
管
の
配
置
状
況

三
　
ボ
イ
ラ
ー
の
据
付
基
礎
並
び
に
燃
焼
室
及
び
煙
道

の
構
造

四
　
燃
焼
が
正
常
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
監
視
す
る

た
め
の
措
置

（
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
報
告
）

第
十
一
条
　
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
ボ
イ
ラ
ー
設
置
報
告
書
（
様
式
第

十
二
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
（
様
式
第
三
号
）
及
び

ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
添
え
て
、
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
認
定
（
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除

き
、
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
検
査
）

第
十
二
条
　
次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
を
輸
入
し
た
者

二
　
構
造
検
査
又
は
こ
の
項
の
検
査
を
受
け
た
後
一
年

以
上
（
設
置
し
な
い
期
間
の
保
管
状
況
が
良
好
で
あ

る
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
た
ボ
イ
ラ
ー
に
つ

い
て
は
二
年
以
上
）
設
置
さ
れ
な
か
つ
た
ボ
イ
ラ
ー

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者

三
　
使
用
を
廃
止
し
た
ボ
イ
ラ
ー
を
再
び
設
置
し
、
又

は
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

２
　
外
国
に
お
い
て
ボ
イ
ラ
ー
を
製
造
し
た
者
は
、
法
第

三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
製
造
時
等
検

査
機
関
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
を
輸

入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
が

行
う
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
使
用
検
査
」
と

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
使
用

検
査
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書

（
様
式
第
三
号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
ボ
イ
ラ
ー
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
製
造
し

た
者
が
使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項

の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
が
法

第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

（
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国

に
住
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る

書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し

た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ

の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

６
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し

た
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対
し
ボ
イ

ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業
務

の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

中
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都
道

府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
す

る
。

（
使
用
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
十
三
条
　
第
六
条
の
規
定
は
、
使
用
検
査
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
落
成
検
査
）

第
十
四
条
　
ボ
イ
ラ
ー
（
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）

を
設
置
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
及
び
当
該
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
次

の
事
項
に
つ
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
検
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
が
当
該
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
ボ

イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
十
八
条
の
ボ
イ
ラ
ー
室

二
　
ボ
イ
ラ
ー
及
び
そ
の
配
管
の
配
置
状
況

三
　
ボ
イ
ラ
ー
の
据
付
基
礎
並
び
に
燃
焼
室
及
び
煙
道

の
構
造

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
落
成
検
査
」
と
い
う
。
）
は
、
構
造
検
査
又
は
使
用
検

査
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

３
　
落
成
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
落

成
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十
五
号
）
を
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
十
条
の
届

出
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
同
条
の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書

及
び
書
面
そ
の
他
落
成
検
査
に
必
要
な
書
面
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
）

第
十
五
条
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
落
成
検
査
に

合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
又
は
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
ボ

イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
（
様
式
第
六

号
）
を
交
付
す
る
。

２
　
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
検
査

証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
ボ
イ
ラ
ー
検
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査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
次
の
書
面

を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
（
移
動
式
ボ
イ

ラ
ー
の
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ボ
イ
ラ

ー
検
査
証
を
交
付
し
た
者
）
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
を
滅
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
明
ら
か
に
す
る
書
面

二
　
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
を
損
傷
し
た
と
き
は
、
当
該
ボ

イ
ラ
ー
検
査
証

３
　
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
の
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
再
交
付
を

受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長

に
届
け
出
て
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名
称
、
種
類
及
び

有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ボ
イ
ラ
ー
据
付
け
作
業
の
指
揮
者
）

第
十
六
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
二
十
条
第
五

号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
ボ
イ

ラ
ー
を
除
く
。
）
の
据
付
け
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
作
業
を
指
揮
す
る
た
め
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を

定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作

業
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
据
付
工
事
に
使
用
す
る
材
料
の
欠
陥
の
有
無
並
び

に
機
器
及
び
工
具
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取

り
除
く
こ
と
。

三
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
（
労
働
安
全
衛
生
規

則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下

「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
）

そ
の
他
の
命
綱
及
び
保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す

る
こ
と
。

第
十
七
条
　
削
除

第
三
節
　
ボ
イ
ラ
ー
室

（
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
場
所
）

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー

及
び
屋
外
式
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
専
用
の
建
物
又
は
建
物
の

中
の
障
壁
で
区
画
さ
れ
た
場
所
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー

室
」
と
い
う
。
）
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
伝

熱
面
積
（
以
下
「
伝
熱
面
積
」
と
い
う
。
）
が
三
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
ボ
イ
ラ
ー
室
の
出
入
口
）

第
十
九
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
に
は
、
二
以
上
の

出
入
口
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ボ
イ

ラ
ー
を
取
り
扱
う
者
が
緊
急
の
場
合
に
避
難
す
る
の
に

支
障
が
な
い
ボ
イ
ラ
ー
室
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
ボ
イ
ラ
ー
の
据
付
位
置
）

第
二
十
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の

上
部
か
ら
天

井
、
配
管
そ
の
他
の
ボ
イ
ラ
ー
の
上
部
に
あ
る
構
造
物

ま
で
の
距
離
を
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
弁
そ
の
他
の
附
属
品
の

検
査
及
び
取
扱
い
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
本
体
を
被
覆
し
て
い
な
い
ボ
イ
ラ
ー
又

は
立
て
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

ほ
か
、
ボ
イ
ラ
ー
の
外
壁
か
ら
壁
、
配
管
そ
の
他
の
ボ

イ
ラ
ー
の
側
部
に
あ
る
構
造
物
（
検
査
及
び
そ
う
じ
に

支
障
の
な
い
物
を
除
く
。
）
ま
で
の
距
離
を
〇
・
四
五

メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

胴
の
内
径
が
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
そ

の
長
さ
が
千
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い

て
は
、
こ
の
距
離
は
、
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
と
可
燃
物
と
の
距
離
）

第
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
、
ボ
イ
ラ
ー
に
附

設
さ
れ
た
金
属
製
の
煙
突
又
は
煙
道
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
外
側
か
ら

〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
可
燃
性
の
物
に
つ
い

て
は
、
金
属
以
外
の
不
燃
性
の
材
料
で
被
覆
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ボ
イ
ラ
ー
等
が
、
厚
さ
百
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
金
属
以
外
の
不
燃
性
の
材
料
で
被

覆
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
そ
の
他
の
ボ
イ
ラ
ー
設
置

場
所
に
燃
料
を
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
ボ
イ
ラ
ー

の
外
側
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
（
固
体
燃
料
に
あ
つ
て
は
、

一
・
二
メ
ー
ト
ル
）
以
上
離
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
ボ
イ
ラ
ー
と
燃
料
又
は
燃
料
タ
ン
ク

と
の
間
に
適
当
な
障
壁
を
設
け
る
等
防
火
の
た
め
の
措

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ボ
イ
ラ
ー
の
排
ガ
ス
の
監
視
措
置
）

第
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
煙
突
か
ら
の
排
ガ
ス
の
排
出

状
況
を
観
測
す
る
た
め
の
窓
を
ボ
イ
ラ
ー
室
に
設
置
す

る
等
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
が
燃
焼
が
正
常
に
行

な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
監
視
す
る
こ
と
が
で
き

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
管
理

（
就
業
制
限
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
三
号
の
業
務

に
つ
い
て
は
、
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ
イ

ラ
ー
技
士
免
許
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け

た
者
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
技
士
」
と
い
う
。
）
で
な
け

れ
ば
、
当
該
業
務
に
つ
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
安
衛
則
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令

第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー

の
取
扱
い
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能

講
習
を
修
了
し
た
者
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
四
号
の
作
業
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
ボ
イ
ラ
ー

取
扱
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
の
み

を
取
り
扱
う
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
ボ
イ

ラ
ー
の
取
扱
い
の
作
業
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許

を
受
け
た
者
（
以
下
「
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
」
と
い

う
。
）

二
　
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
二
十

五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

場
合
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
の
み
を
取
り
扱
う
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
と
き
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
ボ
イ
ラ

ー
の
取
扱
い
の
作
業
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又
は
一

級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下
「
一
級

ボ
イ
ラ
ー
技
士
」
と
い
う
。
）

三
　
取
り
扱
う
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
の
合
計
が
二
十

五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
に
お
け
る
当
該
ボ
イ

ラ
ー
の
取
扱
い
の
作
業
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
一

級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を

受
け
た
者
（
以
下
「
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
」
と
い

う
。
）

四
　
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ

イ
ラ
ー
の
み
を
取
り
扱
う
場
合
に
お
け
る
当
該
ボ
イ

ラ
ー
の
取
扱
い
の
作
業
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
一

級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又
は
ボ
イ

ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

２
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
伝
熱
面
積
の
合
計

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
熱
面
積
に

十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
値
を
当
該
貫
流
ボ
イ
ラ
ー

の
伝
熱
面
積
と
す
る
こ
と
。

二
　
火
気
以
外
の
高
温
ガ
ス
を
加
熱
に
利
用
す
る
ボ
イ

ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
熱
面
積
に
二
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
値
を
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
と
す

る
こ
と
。

三
　
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ

イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
熱
面
積
を
算
入
し
な

い
こ
と
。

四
　
ボ
イ
ラ
ー
に
圧
力
、
温
度
、
水
位
又
は
燃
焼
の
状

態
に
係
る
異
常
が
あ
つ
た
場
合
に
当
該
ボ
イ
ラ
ー
を

安
全
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
そ
の
他
の

機
能
を
有
す
る
自
動
制
御
装
置
で
あ
つ
て
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
も
の
を
備
え
た
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て

は
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
（
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
、

大
の
伝
熱
面
積
を
有
す
る
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
の

伝
熱
面
積
を
算
入
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者

に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
圧
力
、
水
位
及
び
燃
焼
状
態
を
監
視
す
る
こ
と
。

二
　
急
激
な
負
荷
の
変
動
を
与
え
な
い
よ
う
に
努
め
る

こ
と
。

三
　

高
使
用
圧
力
を
こ
え
て
圧
力
を
上
昇
さ
せ
な
い

こ
と
。

四
　
安
全
弁
の
機
能
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
。

五
　
一
日
に
一
回
以
上
水
面
測
定
装
置
の
機
能
を
点
検

す
る
こ
と
。

六
　
適
宜
、
吹
出
し
を
行
な
い
、
ボ
イ
ラ
ー
水
の
濃
縮

を
防
ぐ
こ
と
。

七
　
給
水
装
置
の
機
能
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
。

八
　
低
水
位
燃
焼
し
や
断
装
置
、
火
炎
検
出
装
置
そ
の

他
の
自
動
制
御
装
置
を
点
検
し
、
及
び
調
整
す
る
こ

と
。

九
　
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
異
状
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

十
　
排
出
さ
れ
る
ば
い
煙
の
測
定
濃
度
及
び
ボ
イ
ラ
ー

取
扱
い
中
に
お
け
る
異
常
の
有
無
を
記
録
す
る
こ

と
。

２
　
ボ
イ
ラ
ー
の
運
転
の
状
態
に
係
る
異
常
が
あ
つ
た
場

合
に
当
該
ボ
イ
ラ
ー
を
安
全
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
機
能
そ
の
他
の
機
能
を
有
す
る
自
動
制
御
装
置
で

あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
技
術
上
の
指
針
に
適

合
し
て
い
る
と
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
認
定
し
た

も
の
を
備
え
た
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
五
号

の
水
面
測
定
装
置
の
機
能
の
点
検
を
三
日
に
一
回
以
上

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
適
合
自
動
制
御
ボ
イ
ラ
ー
認
定
申
請

書
（
様
式
第
十
七
号
）
に
、
当
該
申
請
に
係
る
自
動
制

御
装
置
が
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の

3



指
針
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録

を
受
け
た
者
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

第
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
法

第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

（
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
ば
い
煙
の
防
止
）

第
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
そ
の
設
置
す
る
ボ
イ
ラ
ー
に

つ
い
て
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
か
ら
排
出
さ
れ
る
ば
い
煙
に

よ
る
障
害
を
予
防
す
る
た
め
、
関
係
施
設
及
び
燃
焼
方

法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り

ば
い
煙
を
排
出
し
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
附
属
品
の
管
理
）

第
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
安
全
弁
そ
の
他

の
附
属
品
の
管
理
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
安
全
弁
は
、

高
使
用
圧
力
以
下
で
作
動
す
る
よ

う
に
調
整
す
る
こ
と
。

二
　
過
熱
器
用
安
全
弁
は
、
胴
の
安
全
弁
よ
り
先
に
作

動
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
。

三
　
逃
が
し
管
は
、
凍
結
し
な
い
よ
う
に
保
温
そ
の
他

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
圧
力
計
又
は
水
高
計
は
、
使
用
中
そ
の
機
能
を
害

す
る
よ
う
な
振
動
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

し
、
か
つ
、
そ
の
内
部
が
凍
結
し
、
又
は
八
十
度
以

上
の
温
度
に
な
ら
な
い
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
圧
力
計
又
は
水
高
計
の
目
も
り
に
は
、
当
該
ボ
イ

ラ
ー
の

高
使
用
圧
力
を
示
す
位
置
に
、
見
や
す
い

表
示
を
す
る
こ
と
。

六
　
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
常
用
水
位
は
、
ガ
ラ
ス
水
面
計

又
は
こ
れ
に
接
近
し
た
位
置
に
、
現
在
水
位
と
比
較

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。

七
　
燃
焼
ガ
ス
に
触
れ
る
給
水
管
、
吹
出
管
及
び
水
面

測
定
装
置
の
連
絡
管
は
、
耐
熱
材
料
で
防
護
す
る
こ

と
。

八
　
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
返
り
管
に
つ
い
て
は
、
凍
結
し

な
い
よ
う
に
保
温
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、

安
全
弁
が
二
個
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
一
個
の
安

全
弁
を

高
使
用
圧
力
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
調
整

し
た
と
き
は
、
他
の
安
全
弁
を

高
使
用
圧
力
の
三
パ

ー
セ
ン
ト
増
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
室
の
管
理
等
）

第
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
の
管
理
等
に
つ

い
て
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
室
そ
の
他
の
ボ
イ
ラ
ー
設
置
場
所
に
関

係
者
以
外
の
者
が
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い

て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表

示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場

所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

す
る
こ
と
。

二
　
ボ
イ
ラ
ー
室
に
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

引
火
し
や
す
い
物
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
こ
と
。

三
　
ボ
イ
ラ
ー
室
に
は
、
水
面
計
の
ガ
ラ
ス
管
、
ガ
ス

ケ
ツ
ト
そ
の
他
の
必
要
な
予
備
品
及
び
修
繕
用
工
具

類
を
備
え
て
お
く
こ
と
。

四
　
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
並
び
に
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主

任
者
の
資
格
及
び
氏
名
を
ボ
イ
ラ
ー
室
そ
の
他
の
ボ

イ
ラ
ー
設
置
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ

と
。

五
　
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
つ
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
検
査

証
又
は
そ
の
写
を
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
に
所

持
さ
せ
る
こ
と
。

六
　
燃
焼
室
、
煙
道
等
の
れ
ん
が
に
割
れ
が
生
じ
、
又

は
ボ
イ
ラ
ー
と
れ
ん
が
積
み
と
の
間
に
隙
間
が
生
じ

た
と
き
は
、
速
や
か
に
補
修
す
る
こ
と
。

（
点
火
）

第
三
十
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
点
火
を
行
な
う
と

き
は
、
ダ
ン
パ
ー
の
調
子
を
点
検
し
、
燃
焼
室
及
び
煙

道
の
内
部
を
十
分
に
換
気
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
点
火

を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
点
火
を
行
な
う
と
き
は
、

前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
点
火
を
行

な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
吹
出
し
）

第
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
吹
出
し
を
行
な

う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
一
人
で
同
時
に
二
以
上
の
ボ
イ
ラ
ー
の
吹
出
し
を

行
な
わ
な
い
こ
と
。

二
　
吹
出
し
を
行
な
う
間
は
、
他
の
作
業
を
行
な
わ
な

い
こ
と
。

２
　
労
働
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
吹
出
し
を
行
な
う
と
き

は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の

使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期

に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
こ
え
る

期
間
使
用
し
な
い
ボ
イ
ラ
ー
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

項
目

点
検
事
項

ボ
イ
ラ
ー
本
体

損
傷
の
有
無

燃
焼
装
置

油
加
熱
器
及
び
燃
料

送
給
装
置

損
傷
の
有
無

バ
ー
ナ

汚
れ
又
は
損
傷
の

有
無

ス
ト
レ
ー
ナ

つ
ま
り
又
は
損
傷
の

有
無

バ
ー
ナ
タ
イ
ル
及
び

炉
壁

汚
れ
又
は
損
傷
の

有
無

ス
ト
ー
カ
及
び
火

格
子

損
傷
の
有
無

煙
道

漏
れ
そ
の
他
の
損
傷

の
有
無
及
び
通
風
圧

の
異
常
の
有
無

自
動
制
御
装

置

起
動
及
び
停
止
の
装

置
、
火
炎
検
出
装

置
、
燃
料
し
や
断
装

置
、
水
位
調
節
装
置

並
び
に
圧
力
調
節

装
置

機
能
の
異
常
の
有
無

電
気
配
線

端
子
の
異
常
の
有
無

附
属
装
置
及

び
附
属
品

給
水
装
置

損
傷
の
有
無
及
び
作

動
の
状
態

蒸
気
管
及
び
こ
れ
に

附
属
す
る
弁

損
傷
の
有
無
及
び
保

温
の
状
態

空
気
予
熱
器

損
傷
の
有
無

水
処
理
装
置

機
能
の
異
常
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て

は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
と
き

は
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

第
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

自
主
検
査
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
状
を
認
め

た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ボ
イ
ラ
ー
又
は
煙
道
の
内
部
に
入
る
と
き
の
措
置
）

第
三
十
四
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
そ
う
じ
、
修
繕
等

の
た
め
ボ
イ
ラ
ー
（
燃
焼
室
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
煙
道
の
内
部
に
入
る
と
き
は
、

次
の
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
又
は
煙
道
を
冷
却
す
る
こ
と
。

二
　
ボ
イ
ラ
ー
又
は
煙
道
の
内
部
の
換
気
を
行
な
う
こ

と
。

三
　
ボ
イ
ラ
ー
又
は
煙
道
の
内
部
で
使
用
す
る
移
動
電

線
は
、
キ
ヤ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
絶
縁
効
力
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
を
使
用

さ
せ
、
か
つ
、
移
動
電
灯
は
、
ガ
ー
ド
を
有
す
る
も

の
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
使
用
中
の
他
の
ボ
イ
ラ
ー
と
の
管
連
絡
を
確
実
に

し
や
断
す
る
こ
と
。

（
就
業
制
限
）

第
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
五
号
の
業
務

の
う
ち
ボ
イ
ラ
ー
の
整
備
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ

ラ
ー
整
備
士
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
整

備
士
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
つ
か

せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
　
削
除

第
五
節
　
性
能
検
査

（
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
）

第
三
十
七
条
　
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
は
、
一
年

と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
構
造
検
査
又
は
使
用

検
査
を
受
け
た
後
設
置
さ
れ
て
い
な
い
移
動
式
ボ
イ
ラ

ー
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
の
保
管
状
況
が
良
好
で
あ
る
と

都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
の
検
査
証
の
有
効
期
間
を
構
造
検

査
又
は
使
用
検
査
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え

ず
、
か
つ
、
当
該
移
動
式
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
た
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
性
能
検
査
等
）

第
三
十
八
条
　
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
検
査
証
に
係
る
ボ
イ
ラ

ー
及
び
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
性
能
検
査
（
以
下
「
性

能
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
登
録
性
能
検
査
機
関
（
以

下
「
登
録
性
能
検
査
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の

性
能
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
ボ

イ
ラ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
を
更
新
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
性
能
検
査
の
結
果
に
よ
り

一
年
未
満
又
は
一
年
を
超
え
二
年
以
内
の
期
間
を
定
め

て
有
効
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
性
能
検
査
の
手
続
に
係
る
特
例
）

第
三
十
八
条
の
二
　
第
四
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
ボ
イ

ラ
ー
に
係
る
性
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登

録
性
能
検
査
機
関
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
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用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労

働
基
準
監
督
署
長
が
当
該
性
能
検
査
を
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
）
に
対
し
、
自
主

検
査
の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
三
十
九
条
　
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準

監
督
署
長
が
行
う
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
性
能
検
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
性
能
検
査
申
請
書
（
様

式
第
十
九
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
基
準
監
督
署
長
が
性
能
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
三
十
九
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働

基
準
監
督
署
長
が
第
三
十
八
条
第
二
項
の
性
能
検
査
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
登
録
性
能
検

査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
又

は
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
登
録
性
能
検
査
機
関
」
と

す
る
。

（
性
能
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
四
十
条
　
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
性
能
検
査
を
受
け
る
者

は
、
ボ
イ
ラ
ー
（
燃
焼
室
を
含
む
。
）
及
び
煙
道
を
冷

却
し
、
掃
除
し
、
そ
の
他
性
能
検
査
に
必
要
な
準
備
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
が
認
め
た
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー

（
燃
焼
室
を
含
む
。
）
及
び
煙
道
の
冷
却
及
び
掃
除
を
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
ボ
イ
ラ
ー

に
係
る
性
能
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と

あ
る
の
は
、
「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
六
節
　
変
更
、
休
止
及
び
廃
止

（
変
更
届
）

第
四
十
一
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
部
分
又
は
設
備
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ボ
イ
ラ
ー
変
更
届
（
様
式
第
二
十
号
）
に
ボ

イ
ラ
ー
検
査
証
及
び
そ
の
変
更
の
内
容
を
示
す
書
面
を

添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
胴
、
ド
ー
ム
、
炉
筒
、
火
室
、
鏡
板
、
天
井
板
、

管
板
、
管
寄
せ
又
は
ス
テ
ー

二
　
附
属
設
備

三
　
燃
焼
装
置

四
　
据
付
基
礎

（
変
更
検
査
）

第
四
十
二
条
　
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
前
条
各
号
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
部
分
又
は
設
備
に
変
更
を
加
え
た
者
は
、

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
ボ
イ
ラ

ー
に
つ
い
て
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
検
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
が
当
該
検
査
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
ボ
イ
ラ
ー

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
変
更
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

ボ
イ
ラ
ー
変
更
検
査
申
請
書
（
様
式
第
二
十
一
号
）
を

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
前
条
の
届
出
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
ボ
イ
ラ
ー
検

査
証
及
び
同
条
の
書
面
そ
の
他
変
更
検
査
に
必
要
な
書

面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
変
更
検
査

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

二
項
中
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
労

働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
裏
書
）

第
四
十
三
条
　
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
変
更
検
査
に
合

格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
（
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
ボ
イ
ラ

ー
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
に

検
査
期
日
、
変
更
部
分
及
び
検
査
結
果
に
つ
い
て
裏
書

を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
等
の
変
更
）

第
四
十
四
条
　
設
置
さ
れ
た
ボ
イ
ラ
ー
に
関
し
事
業
者
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
事
業
者
は
、
そ
の

変
更
後
十
日
以
内
に
、
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
書
替
申
請
書

（
様
式
第
十
六
号
）
に
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
を
添
え
て
、

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
、
そ
の
書
替
え
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
止
）

第
四
十
五
条
　
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
て
い
る
者
が
ボ
イ
ラ

ー
の
使
用
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間
が
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
有

効
期
間
を
経
過
し
た
後
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
ボ
イ

ラ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
中
に
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
使
用
再
開
検
査
）

第
四
十
六
条
　
使
用
を
休
止
し
た
ボ
イ
ラ
ー
を
再
び
使
用

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
使
用
再
開
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
ボ
イ
ラ
ー
使
用
再
開
検
査
申
請
書
（
様
式
第
二
十

二
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
使
用
再
開

検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る
の
は
、

「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
裏
書
）

第
四
十
七
条
　
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
使
用
再
開
検
査

に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
検

査
証
に
検
査
期
日
及
び
検
査
結
果
に
つ
い
て
、
裏
書
を

行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
の
返
還
）

第
四
十
八
条
　
事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
使
用
を
廃
止
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
を
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
第
一
種
圧
力
容
器

第
一
節
　
製
造

（
製
造
許
可
）

第
四
十
九
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
製
造
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
当
該
許

可
を
受
け
て
い
る
第
一
種
圧
力
容
器
と
型
式
が
同
一
で

あ
る
第
一
種
圧
力
容
器
（
以
下
「
許
可
型
式
第
一
種
圧

力
容
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧

力
容
器
製
造
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
第
一
種

圧
力
容
器
の
構
造
を
示
す
図
面
及
び
次
の
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
強
度
計
算

二
　
第
一
種
圧
力
容
器
の
製
造
及
び
検
査
の
た
め
の
設

備
の
種
類
、
能
力
及
び
数

三
　
工
作
責
任
者
の
経
歴
の
概
要

四
　
工
作
者
の
資
格
及
び
数

五
　
溶
接
に
よ
つ
て
製
造
す
る
と
き
は
、
溶
接
施
行
法

試
験
結
果

（
変
更
報
告
）

第
五
十
条
　
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該

許
可
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
許
可
型
式
第
一
種

圧
力
容
器
を
製
造
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

第
二
号
の
設
備
又
は
同
項
第
三
号
の
工
作
責
任
者
を
変

更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府

県
労
働
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
検
査
）

第
五
十
一
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者
は
、
法

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
製
造
時
等

検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
溶
接
に
よ
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
第
五

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
合
格
し
た
後
で

な
け
れ
ば
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
構
造
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

３
　
構
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力

容
器
構
造
検
査
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
に
第
一
種
圧

力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
を
添
え
て
、
登

録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し

た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付

す
る
。

５
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し

た
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対

し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付

す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
構
造
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
五
十
一
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
前
条
の
構
造
検
査
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
中
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所

轄
都
道
府
県
労
働
局
長
（
設
置
地
で
組
み
立
て
る
第
一

種
圧
力
容
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
置
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
労
働
局
長
）
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
」
と
す
る
。

（
構
造
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
五
十
二
条
　
構
造
検
査
を
受
け
る
者
は
、
次
の
事
項
を

行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
検
査
し
や
す
い
位
置
に
置
く

こ
と
。

二
　
水
圧
試
験
の
準
備
を
す
る
こ
と
。

三
　
安
全
弁
又
は
こ
れ
に
代
る
安
全
装
置
（
以
下
こ
の

章
及
び
次
章
に
お
い
て
「
安
全
弁
」
と
い
う
。
）
を

取
り
そ
ろ
え
て
お
く
こ
と
。
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２
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
構
造
検
査
の
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
構
造
検
査
を

受
け
る
者
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
一
種
圧
力
容
器
の
被
覆
物
の
全
部
又
は
一
部
を

取
り
除
く
こ
と
。

二
　
管
若
し
く
は
リ
ベ
ツ
ト
を
抜
き
出
し
、
又
は
板
若

し
く
は
管
に
穴
を
あ
け
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

３
　
構
造
検
査
を
受
け
る
者
は
、
当
該
検
査
に
立
ち
会
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
溶
接
検
査
）

第
五
十
三
条
　
溶
接
に
よ
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
登
録
製

造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
圧
縮
応
力
以
外
の
応
力
を
生
じ
な
い
部

分
の
み
が
溶
接
に
よ
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
溶
接
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

当
該
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
作
業
に
着
手
す
る
前

に
、
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
検
査
申
請
書
（
様
式
第
七

号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
（
様
式
第
八

号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し

た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
を
申
請
者
に

交
付
す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
溶
接
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
五
十
三
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
前
条
の
溶
接
検
査
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
中
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
所

轄
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
」
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
五
十
四
条
　
第
八
条
の
規
定
は
、
溶
接
検
査
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
就
業
制
限
）

第
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
四
号
の
業
務

の
う
ち
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
の
業
務
に
つ
い
て

は
、
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務

に
つ
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
溶
接
部
の
厚
さ

が
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
又
は
管
台
、
フ

ラ
ン
ジ
等
を
取
り
付
け
る
場
合
の
溶
接
の
業
務
に
つ
い

て
は
、
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
を
当
該
業
務
に
つ
か
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
　
設
置

（
設
置
届
）

第
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
（
移
動
式

第
一
種
圧
力
容
器
を
除
く
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第

一
種
圧
力
容
器
設
置
届
（
様
式
第
二
十
四
号
）
に
第
一

種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
並
び
に
第

一
種
圧
力
容
器
の
設
置
場
所
の
周
囲
の
状
況
及
び
配
管

の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
設
置
報
告
）

第
五
十
六
条
の
二
　
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
一
種
圧
力
容
器

設
置
報
告
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）
に
第
一
種
圧
力
容

器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
及
び
第
一
種
圧
力
容

器
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
使
用
検
査
）

第
五
十
七
条
　
次
の
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い

て
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
輸
入
し
た
者

二
　
構
造
検
査
又
は
こ
の
項
の
検
査
を
受
け
た
後
一
年

以
上
（
設
置
し
な
い
期
間
の
保
管
状
況
が
良
好
で
あ

る
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
た
第
一
種
圧
力
容

器
に
つ
い
て
は
二
年
以
上
）
設
置
さ
れ
な
か
つ
た
第

一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者

三
　
使
用
を
廃
止
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
を
再
び
設
置

し
、
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

２
　
外
国
に
お
い
て
第
一
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者

は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第

一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
が
行
わ
れ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
を
輸
入

し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
使
用
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
圧
力
容
器
使
用
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十

三
号
）
に
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
（
様
式
第
二
十
三

号
）
を
添
え
て
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
輸
入
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て

製
造
し
た
者
が
使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
前
項
の
申
請
書
に
当
該
申
請
に
係
る
第
一
種
圧
力

容
器
の
構
造
が
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
基
準
（
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
も
の
に

限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

５
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し

た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付

す
る
。

６
　
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し

た
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
申
請
者
に
対

し
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付

す
る
。

（
都
道
府
県
労
働
局
長
が
使
用
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
五
十
七
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
が
前
条
の
使
用
検
査
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
中
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と

す
る
。

（
使
用
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
五
十
八
条
　
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
使
用
検
査
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
落
成
検
査
）

第
五
十
九
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
（
移
動
式
第
一
種
圧
力

容
器
を
除
く
。
）
を
設
置
し
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
及
び

そ
の
配
管
の
状
況
に
つ
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
当
該
検
査
の
必
要
が
な
い
と

認
め
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
落
成
検
査
」
と
い
う
。
）
は
、
構
造
検
査
又
は
使
用
検

査
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

３
　
落
成
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力

容
器
落
成
検
査
申
請
書
（
様
式
第
十
五
号
）
を
所
轄
労

働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
五

十
六
条
の
届
出
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
同
条
の
第
一

種
圧
力
容
器
明
細
書
及
び
書
面
そ
の
他
落
成
検
査
に
必

要
な
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
）

第
六
十
条
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
落
成
検
査
に

合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
前
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
第
一
種
圧
力
容
器

検
査
証
（
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す
る
。

２
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
第
一
種

圧
力
容
器
検
査
証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き

は
、
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式

第
十
六
号
）
に
次
の
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
（
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
第
一
種
圧
力

容
器
検
査
証
に
あ
つ
て
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
検

査
証
を
交
付
し
た
者
）
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
を
滅
失
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
書
面

二
　
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
を
損
傷
し
た
と
き
は
、

当
該
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証

３
　
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
第
一
種
圧
力
容
器
検
査

証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
て
、
事
業
場
の
所
在
地
、
名

称
、
種
類
及
び
有
効
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
の
据
付
位
置
等
）

第
六
十
一
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
は
、
取
扱
い
、
検
査
及

び
そ
う
じ
に
支
障
が
な
い
位
置
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
直
火
式
第
一
種
圧
力
容
器

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
節
　
管
理

（
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
六
十
二
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業

の
う
ち
化
学
設
備
（
令
第
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る

化
学
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
第
一
種
圧

力
容
器
の
取
扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
は
化
学
設
備
関
係

第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了

し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の

う
ち
化
学
設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の

作
業
以
外
の
作
業
に
つ
い
て
は
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、

一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
若
し
く
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
又

は
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者

技
能
講
習
若
し
く
は
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業

主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
第
一

種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
六

条
第
十
七
号
の
作
業
で
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
（
圧
縮
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水
素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と

す
る
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
、
小
型

自
動
車
又
は
軽
自
動
車
（
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
の
用
に
供

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
燃
料
装
置
の
う
ち
同
法
第
四

十
一
条
第
一
項
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
い

う
。
第
百
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
用
い
ら
れ

る
第
一
種
圧
力
容
器
及
び
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
七
十
号
）
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
又
は
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
第
一

種
圧
力
容
器
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
第
一
種

圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
（
当
該

作
業
の
う
ち
化
学
設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取

扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
二

号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
特
定
第
一
種
圧
力
容
器

取
扱
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の

う
ち
か
ら
、
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
六
十
三
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業

主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　

高
使
用
圧
力
を
超
え
て
圧
力
を
上
昇
さ
せ
な
い

こ
と
。

二
　
安
全
弁
の
機
能
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
。

三
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
初
め
て
使
用
す
る
と
き
、
又

は
そ
の
使
用
方
法
若
し
く
は
取
り
扱
う
内
容
物
の
種

類
を
変
え
る
と
き
は
、
労
働
者
に
あ
ら
か
じ
め
当
該

作
業
の
方
法
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
作
業

を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

四
　
第
一
種
圧
力
容
器
及
び
そ
の
配
管
に
異
常
を
認
め

た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
第
一
種
圧
力
容
器
の
内
部
に
お
け
る
温
度
、
圧
力

等
の
状
態
に
つ
い
て
随
時
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た

と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
　
第
一
種
圧
力
容
器
に
係
る
設
備
の
運
転
状
態
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
交
替
時

に
は
、
確
実
に
そ
の
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
。

（
使
用
の
制
限
）

第
六
十
四
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て

は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
（
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
附
属
品
の
管
理
）

第
六
十
五
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
の
安
全
弁

そ
の
他
の
附
属
品
の
管
理
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
行

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
安
全
弁
は
、

高
使
用
圧
力
以
下
で
作
動
す
る
よ

う
に
調
整
す
る
こ
と
。

二
　
圧
力
計
は
、
使
用
中
そ
の
機
能
を
害
す
る
よ
う
な

振
動
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
そ

の
内
部
が
凍
結
し
、
又
は
八
十
度
以
上
の
温
度
に
な

ら
な
い
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
圧
力
計
の
目
も
り
に
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器

の

高
使
用
圧
力
を
示
す
位
置
に
、
見
や
す
い
表
示

を
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、

安
全
弁
が
二
個
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
一
個
の
安

全
弁
を

高
使
用
圧
力
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
調
整

し
た
と
き
は
、
他
の
安
全
弁
を

高
使
用
圧
力
の
三
パ

ー
セ
ン
ト
増
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
掲
示
等
）

第
六
十
六
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業

主
任
者
の
氏
名
を
第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
て
い
る

場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
事
業
者
は
、
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
管
理
に
当

た
つ
て
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
又
は
そ
の
写
を

第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
に
所
持
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
六
十
七
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い

て
、
そ
の
使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
月
以
内
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
こ
え
る
期

間
使
用
し
な
い
第
一
種
圧
力
容
器
の
当
該
使
用
し
な
い

期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
本
体
の
損
傷
の
有
無

二
　
ふ
た
の
締
付
け
ボ
ル
ト
の
摩
耗
の
有
無

三
　
管
及
び
弁
の
損
傷
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
第
一
種
圧
力
容
器
に

つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
と
き

は
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

第
六
十
八
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

自
主
検
査
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
状
を
認
め

た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
の
内
部
に
入
る
と
き
の
措
置
）

第
六
十
九
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
が
そ
う
じ
、
修
繕
等

の
た
め
、
第
一
種
圧
力
容
器
の
内
部
に
入
る
と
き
は
、

次
の
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
冷
却
す
る
こ
と
。

二
　
第
一
種
圧
力
容
器
の
内
部
の
換
気
を
行
な
う
こ

と
。

三
　
第
一
種
圧
力
容
器
の
内
部
で
使
用
す
る
移
動
電
線

は
、
キ
ヤ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
絶
縁
効
力
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
を
使
用
さ

せ
、
か
つ
、
移
動
電
灯
は
、
ガ
ー
ド
を
有
す
る
も
の

を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
使
用
中
の
ボ
イ
ラ
ー
又
は
他
の
圧
力
容
器
と
の
管

連
絡
を
確
実
に
し
や
断
す
る
こ
と
。

（
就
業
制
限
）

第
七
十
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
五
号
の
業
務
の

う
ち
第
一
種
圧
力
容
器
の
整
備
の
業
務
に
つ
い
て
は
、

ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
つ
か
せ

て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
一
条
　
削
除

第
四
節
　
性
能
検
査

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間
）

第
七
十
二
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間

は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
構
造
検
査
又
は
使
用

検
査
を
受
け
た
後
設
置
さ
れ
て
い
な
い
移
動
式
第
一
種

圧
力
容
器
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
の
保
管
状
況
が
良
好
で

あ
る
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
移
動
式
第
一
種
圧
力
容
器
の
検
査
証
の
有
効

期
間
を
構
造
検
査
又
は
使
用
検
査
の
日
か
ら
起
算
し
て

二
年
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
移
動
式
第
一
種
圧
力
容

器
を
設
置
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
性
能
検
査
等
）

第
七
十
三
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間
の

更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
検
査
証
に
係
る

第
一
種
圧
力
容
器
及
び
そ
の
配
管
の
状
況
に
つ
い
て
、

性
能
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
性
能
検
査
機
関
は
、
前
項
の
性
能
検
査
に
合
格

し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
そ
の
第
一
種
圧
力

容
器
検
査
証
の
有
効
期
間
を
更
新
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
性
能
検
査
の
結
果
に
よ
り
一
年

未
満
又
は
一
年
を
超
え
二
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
有

効
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
性
能
検
査
の
手
続
に
係
る
特
例
）

第
七
十
三
条
の
二
　
第
七
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
第

一
種
圧
力
容
器
に
係
る
性
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
登
録
性
能
検
査
機
関
（
法
第
五
十
三
条
の
三
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
長
が
当
該
性
能
検
査
を
行
う

場
合
に
あ
つ
て
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
）
に
対

し
、
自
主
検
査
の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
性
能
検
査
の
申
請
等
）

第
七
十
四
条
　
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準

監
督
署
長
が
行
う
第
一
種
圧
力
容
器
に
係
る
性
能
検
査

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
性
能
検

査
申
請
書
（
様
式
第
十
九
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
基
準
監
督
署
長
が
性
能
検
査
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
七
十
四
条
の
二
　
法
第
五
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働

基
準
監
督
署
長
が
第
七
十
三
条
第
二
項
の
性
能
検
査
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
登
録
性
能
検
査
機
関
」
と
あ
る
の
は

「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
登
録
性
能
検
査
機
関
」

と
す
る
。

（
性
能
検
査
を
受
け
る
と
き
の
措
置
）

第
七
十
五
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
に
係
る
性
能
検
査
を
受

け
る
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
を
冷
却
し
、
掃
除
し
、

そ
の
他
性
能
検
査
に
必
要
な
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
認
め
た

第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
冷
却
及
び
掃
除
を
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一

種
圧
力
容
器
に
係
る
性
能
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
労

働
局
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節
　
変
更
、
休
止
及
び
廃
止

（
変
更
届
）

第
七
十
六
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
の
胴
、
鏡

板
、
底
板
、
管
板
、
蓋
板
又
は
ス
テ
ー
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
第
一
種
圧
力
容
器
変
更
届
（
様
式
第
二
十
号
）
に

第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
及
び
変
更
の
内
容
を
示
す
書

面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
検
査
）

第
七
十
七
条
　
前
条
に
規
定
す
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
部

分
に
変
更
を
加
え
た
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
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規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
当
該
検
査

の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
変
更
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
一
種
圧
力
容
器
変
更
検
査
申
請
書
（
様
式
第
二
十
一

号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
前
条
の
届
出
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
第
一

種
圧
力
容
器
検
査
証
及
び
同
条
の
書
面
そ
の
他
変
更
検

査
に
必
要
な
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
変
更

検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る
の
は
、

「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
裏
書
）

第
七
十
八
条
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
変
更
検
査

に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
（
前
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
第
一
種
圧
力
容
器
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の

第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
に
検
査
期
日
、
変
更
部
分
及

び
検
査
結
果
に
つ
い
て
裏
書
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
変
更
）

第
七
十
九
条
　
設
置
さ
れ
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
関
し
事

業
者
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
事
業
者

は
、
そ
の
変
更
後
十
日
以
内
に
、
第
一
種
圧
力
容
器
検

査
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
第
一
種
圧
力

容
器
検
査
証
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に

提
出
し
、
そ
の
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
止
）

第
八
十
条
　
第
一
種
圧
力
容
器
を
設
置
し
て
い
る
者
が
第

一
種
圧
力
容
器
の
使
用
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間
が
第
一
種
圧

力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間
を
経
過
し
た
後
に
わ
た
る

と
き
は
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間

中
に
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
再
開
検
査
）

第
八
十
一
条
　
使
用
を
休
止
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
を
再

び
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
使
用
再
開
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
圧
力
容
器
使
用
再
開
検
査
申
請
書
（
様
式

第
二
十
二
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
使
用

再
開
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る

の
は
、
「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
裏
書
）

第
八
十
二
条
　
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
使
用
再
開
検
査

に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
、
そ
の
第
一

種
圧
力
容
器
検
査
証
に
検
査
期
日
及
び
検
査
結
果
に
つ

い
て
裏
書
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
返
還
）

第
八
十
三
条
　
事
業
者
は
、
第
一
種
圧
力
容
器
の
使
用
を

廃
止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
一
種
圧
力
容
器
検

査
証
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
章
　
第
二
種
圧
力
容
器

（
検
定
）

第
八
十
四
条
　
第
二
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
、
又
は
輸
入

し
た
者
は
、
当
該
第
二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
法
第
四

十
四
条
第
一
項
の
検
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
外
国
に
お
い
て
第
二
種
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者

は
、
当
該
第
二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
法
第
四
十
四
条

第
二
項
の
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
定

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
圧
力
容

器
を
輸
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

３
　
前
二
項
の
検
定
に
つ
い
て
は
、
機
械
等
検
定
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
五
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
十
五
条
　
削
除

（
安
全
弁
の
調
整
）

第
八
十
六
条
　
事
業
者
は
、
第
二
種
圧
力
容
器
の
安
全
弁

に
つ
い
て
は
、

高
使
用
圧
力
以
下
で
作
動
す
る
よ
う

に
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
弁
が

二
個
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
一
個
の
安
全
弁
を

高
使
用
圧
力
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
調
整
し
た
と
き

は
、
他
の
安
全
弁
を

高
使
用
圧
力
の
三
パ
ー
セ
ン
ト

増
以
下
で
作
動
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
圧
力
計
の
防
護
）

第
八
十
七
条
　
事
業
者
は
、
圧
力
計
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
部
が
凍
結
し
、
又
は
八
十
度
以
上
の
温
度
に
な
ら
な

い
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
圧
力
計
の
目
も
り
に
は
、
当
該
第
二
種

圧
力
容
器
の

高
使
用
圧
力
を
示
す
位
置
に
、
見
や
す

い
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
八
十
八
条
　
事
業
者
は
、
第
二
種
圧
力
容
器
に
つ
い

て
、
そ
の
使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
年
以
内
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期

間
使
用
し
な
い
第
二
種
圧
力
容
器
の
当
該
使
用
し
な
い

期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
本
体
の
損
傷
の
有
無

二
　
ふ
た
の
締
付
け
ボ
ル
ト
の
摩
耗
の
有
無

三
　
管
及
び
弁
の
損
傷
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
第
二
種
圧
力
容
器
に

つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
と
き

は
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

第
八
十
九
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

自
主
検
査
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め

た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
条
　
削
除

第
五
章
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
圧
力
容
器

（
検
定
）

第
九
十
条
の
二
　
第
八
十
四
条
の
規
定
は
、
小
型
ボ
イ
ラ

ー
若
し
く
は
小
型
圧
力
容
器
を
製
造
し
、
若
し
く
は
輸

入
し
た
者
又
は
外
国
に
お
い
て
小
型
ボ
イ
ラ
ー
若
し
く

は
小
型
圧
力
容
器
を
製
造
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
設
置
報
告
）

第
九
十
一
条
　
事
業
者
は
、
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
小
型
ボ
イ
ラ
ー
設
置
報
告
書

（
様
式
第
二
十
六
号
）
に
機
械
等
検
定
規
則
第
一
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
構
造
図
及
び
同
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
並
び
に
当
該
小

型
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
場
所
の
周
囲
の
状
況
を
示
す
図
面

を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
別
の
教
育
）

第
九
十
二
条
　
事
業
者
は
、
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
の

業
務
に
労
働
者
を
つ
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に

対
し
、
当
該
業
務
に
関
す
る
安
全
の
た
め
の
特
別
の
教

育
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
特
別
の
教
育
は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
な

う
も
の
と
す
る
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
関
す
る
知
識

二
　
ボ
イ
ラ
ー
の
附
属
品
に
関
す
る
知
識

三
　
燃
料
及
び
燃
焼
に
関
す
る
知
識

四
　
関
係
法
令

五
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
運
転
及
び
保
守

六
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
点
検

３
　
安
衛
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
二

項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
特
別
の
教
育
の

実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
。

（
安
全
弁
の
調
整
）

第
九
十
三
条
　
事
業
者
は
、
小
型
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
圧

力
容
器
の
安
全
弁
に
つ
い
て
は
、
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ

ル
（
令
第
一
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
又

は
同
条
第
六
号
ロ
に
掲
げ
る
小
型
圧
力
容
器
に
あ
つ
て

は
、
使
用
す
る

高
圧
力
）
以
下
の
圧
力
で
作
動
す
る

よ
う
に
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
自
主
検
査
）

第
九
十
四
条
　
事
業
者
は
、
小
型
ボ
イ
ラ
ー
又
は
小
型
圧

力
容
器
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
年

以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自

主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一

年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
小
型
ボ
イ
ラ
ー
又
は
小

型
圧
力
容
器
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
小
型
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
つ
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
、

燃
焼
装
置
、
自
動
制
御
装
置
及
び
附
属
品
の
損
傷
又

は
異
常
の
有
無

二
　
小
型
圧
力
容
器
に
あ
つ
て
は
、
本
体
、
ふ
た
の
締

付
け
ボ
ル
ト
、
管
及
び
弁
の
損
傷
又
は
摩
耗
の
有
無

２
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
又
は

小
型
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始

す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主

検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
と
き

は
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

第
九
十
五
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

自
主
検
査
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め

た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
六
条
　
削
除
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第
六
章
　
免
許

第
一
節
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
、
一
級
ボ

イ
ラ
ー
技
士
免
許
及
び
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士

免
許

（
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
九
十
七
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
免
許
は
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
与
え
る

も
の
と
す
る
。

一
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許

イ
　
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
五
年

以
上
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り

扱
つ
た
経
験
が
あ
る
者
又
は
当
該
免
許
を
受
け
た

後
、
三
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
と
し

て
の
経
験
が
あ
る
者
で
、
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免

許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

ロ
　
第
百
一
条
第
一
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
で
、

特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

二
　
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許

イ
　
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
後
、
二
年

以
上
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
つ
た
経
験
が
あ
る
者
又

は
当
該
免
許
を
受
け
た
後
、
一
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー

取
扱
作
業
主
任
者
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
者
で
、

一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

ロ
　
第
百
一
条
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
で
、

一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

三
　
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許

イ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
二
級
ボ
イ

ラ
ー
技
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
も
の

（１）
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年

勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含

む
。
第
百
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
高
等
専
門

学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令

第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
第

百
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
高
等
学
校
（
旧
中

等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）

に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
第
百
一
条
第
二
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
等
教
育
学
校
に

お
い
て
ボ
イ
ラ
ー
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
（
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・

学
位
授
与
機
構
（
第
百
一
条
第
一
号
ロ
に
お
い

て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
学
士
の
学
位

を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
学
科
を
修
め
た
者
に

限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
学
科
を

修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程

（
第
百
一
条
第
一
号
ロ
に
お
い
て
「
専
門
職
大

学
前
期
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
を

含
む
。
第
百
一
条
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
、
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
に
つ
い
て
三
月
以
上

の
実
地
修
習
を
経
た
も
の

（２）
　
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
に
つ
い
て
六
月
以
上
の

実
地
修
習
を
経
た
者

（３）
　
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
教
習
機
関

（
法
第
七
十
七
条
第
三
項
の
登
録
教
習
機
関
を

い
う
。
）
が
行
つ
た
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習

を
終
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
四
月
以
上
令
第
二

十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ

ー
を
取
り
扱
つ
た
経
験
が
あ
る
も
の

（４）
　
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が

行
う
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習
を
修
了
し
た
者

（５）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ

か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ロ
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
準
則
訓
練

で
あ
る
普
通
職
業
訓
練
の
う
ち
、
職
業
能
力
開
発

促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第

二
十
四
号
）
別
表
第
二
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め
る

設
備
管
理
・
運
転
系
ボ
イ
ラ
ー
運
転
科
又
は
同
令

別
表
第
四
の
訓
練
科
の
欄
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
運

転
科
の
訓
練
（
通
信
の
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の

を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
者

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
者

（
免
許
の
欠
格
事
由
）

第
九
十
八
条
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
免
許
に
係
る
法
第
七

十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

は
、
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
）

第
九
十
八
条
の
二
　
第
九
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
免
許
に

係
る
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
者
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該

免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な

ボ
イ
ラ
ー
の
操
作
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
運
転
状
態
の
確
認

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第
九
十
八
条
の
三
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
第
九
十
七

条
各
号
に
掲
げ
る
免
許
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
前
条
に

規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
者
に
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き

は
、
当
該
者
が
現
に
利
用
し
て
い
る
障
害
を
補
う
手
段

又
は
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害

が
補
わ
れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
件
付
免
許
）

第
九
十
九
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
身
体
又
は
精
神

の
機
能
の
障
害
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
取
り
扱
う

こ
と
の
で
き
る
ボ
イ
ラ
ー
の
種
類
を
限
定
し
、
そ
の
他

作
業
に
つ
い
て
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
第
九
十
七

条
各
号
に
掲
げ
る
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
条
　
削
除

（
免
許
試
験
の
受
験
資
格
）

第
百
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
免
許
試
験
は
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

一
　
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験

イ
　
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
者

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校

に
お
い
て
ボ
イ
ラ
ー
に
関
す
る
講
座
又
は
学
科
目

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
機
構
に
よ
り
学
士
の
学

位
を
授
与
さ
れ
た
者
（
当
該
講
座
又
は
学
科
目
を

修
め
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該

講
座
若
し
く
は
学
科
目
を
修
め
て
専
門
職
大
学
前

期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後

二
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
に
つ
い
て
実
地
修

習
を
経
た
も
の

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
者

二
　
一
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
試
験

イ
　
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
受
け
た
者

ロ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
ボ
イ
ラ

ー
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ

の
後
一
年
以
上
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
に
つ
い
て
実

地
修
習
を
経
た
も
の

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
者

（
免
許
試
験
の
試
験
科
目
）

第
百
二
条
　
安
衛
則
第
六
十
九
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま

で
に
掲
げ
る
免
許
試
験
は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
学

科
試
験
に
よ
つ
て
行
う
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
関
す
る
知
識

二
　
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
に
関
す
る
知
識

三
　
燃
料
及
び
燃
焼
に
関
す
る
知
識

四
　
関
係
法
令

（
試
験
科
目
の
免
除
）

第
百
二
条
の
二
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
特
級
ボ
イ
ラ

ー
技
士
免
許
試
験
に
お
い
て
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
科

目
の
試
験
を
受
け
、
一
部
の
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を

得
た
者
（
当
該
合
格
点
を
得
た
科
目
の
試
験
が
行
わ
れ

た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
実
施

さ
れ
る
試
験
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当

該
合
格
点
を
得
た
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
免
許
試
験
の
細
目
）

第
百
三
条
　
安
衛
則
第
七
十
一
条
及
び
前
三
条
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
前
条
に
規
定
す
る
免
許
試
験
の
実
施
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

第
二
節
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
及
び
普

通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許

（
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
百
四
条
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
は
特
別
ボ
イ
ラ

ー
溶
接
士
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
に
、
普
通
ボ
イ
ラ

ー
溶
接
士
免
許
は
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
に

合
格
し
た
者
並
び
に
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
普
通

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
全
科
目
及

び
実
技
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

者
に
対
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
与
え
る
も
の
と
す

る
。

（
免
許
の
欠
格
事
由
）

第
百
五
条
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
及
び
普
通
ボ
イ

ラ
ー
溶
接
士
免
許
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二

号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
満
十
八
歳
に
満

た
な
い
者
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
）

第
百
五
条
の
二
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
又
は
普
通

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
に
係
る
法
第
七
十
二
条
第
三
項

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
身
体
又
は
精
神
の

機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に

行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
溶
接
機
器
の
操
作
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第
百
五
条
の
三
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
特
別
ボ
イ
ラ

ー
溶
接
士
免
許
又
は
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
の
申

請
を
行
つ
た
者
が
前
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と

認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
免
許
を
与
え
る
か

ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
利
用
し

て
い
る
障
害
を
補
う
手
段
又
は
当
該
者
が
現
に
受
け
て

い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
が
補
わ
れ
、
又
は
障
害
の
程

度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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（
条
件
付
免
許
）

第
百
六
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
身
体
又
は
精
神
の

機
能
の
障
害
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
行
う
こ

と
の
で
き
る
作
業
を
限
定
し
、
そ
の
他
作
業
に
つ
い
て

の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免

許
又
は
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
免
許
の
有
効
期
間
）

第
百
七
条
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
及
び
普
通
ボ
イ

ラ
ー
溶
接
士
免
許
の
有
効
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
又

は
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
免
許
の
有

効
期
間
の
満
了
前
一
年
間
に
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧

力
容
器
を
溶
接
し
、
か
つ
、
当
該
免
許
の
有
効
期
間
中

に
溶
接
し
た
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
の
す
べ

て
が
第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
第
二
項
の

溶
接
検
査
又
は
第
四
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
十

七
条
第
二
項
の
変
更
検
査
に
合
格
し
て
い
る
場
合
そ
の

他
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
と
し
て
の
技
能
の
低
下
が
認
め
ら

れ
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
、
当
該
免
許
の
有
効
期
間
を

更
新
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
又
は
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶

接
士
免
許
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
前
に
、
免
許
更
新
申
請
書

（
安
衛
則
様
式
第
十
二
号
）
を
当
該
免
許
を
受
け
た
都

道
府
県
労
働
局
長
又
は
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
条
　
削
除

（
免
許
試
験
の
受
験
資
格
）

第
百
九
条
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
は
、
普
通

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
を
受
け
た
後
、
一
年
以
上
ボ
イ

ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
の
溶
接
作
業
の
経
験
が
あ

る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
は
、
一
年
以
上
溶

接
作
業
の
経
験
が
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
免
許
試
験
の
試
験
科
目
）

第
百
十
条
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
及
び
普
通

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
は
、
学
科
試
験
及
び
実
技

試
験
に
よ
つ
て
行
な
い
、
実
技
試
験
は
、
学
科
試
験
の

合
格
者
に
つ
い
て
行
な
う
。

２
　
学
科
試
験
は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
な
う
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
及
び
ボ
イ
ラ
ー
用
材
料
に
関
す

る
知
識

二
　
ボ
イ
ラ
ー
の
工
作
及
び
修
繕
方
法
に
関
す
る
知
識

三
　
溶
接
施
行
方
法
の
概
要
に
関
す
る
知
識

四
　
溶
接
棒
及
び
溶
接
部
の
性
質
の
概
要
に
関
す
る

知
識

五
　
溶
接
部
の
検
査
方
法
の
概
要
に
関
す
る
知
識

六
　
溶
接
機
器
の
取
扱
方
法
に
関
す
る
知
識

七
　
溶
接
作
業
の
安
全
に
関
す
る
知
識

八
　
関
係
法
令

３
　
実
技
試
験
は
、
突
合
せ
溶
接
に
つ
い
て
行
な
う
。

（
試
験
科
目
の
免
除
）

第
百
十
一
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
免
許
試
験
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
試
験
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
許

試
験

の
区

分

試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

者

免
除

す
る

試
験

科
目

特
別

ボ
イ

ラ
ー

溶
接

士
免

許
試

験

一
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
都
道
府
県
労
働

局
長
が
行
つ
た
前
回
の
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接

士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
指
定
試
験
機
関

（
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
指
定
試
験
機

関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
つ
た
特
別
ボ

イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合

格
し
た
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の

三
　
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
の
有
効
期

間
が
満
了
し
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者

学
科

試
験

の
全

科
目

普
通

ボ
イ

ラ
ー

溶
接

士
免

許
試

験

一
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
都
道
府
県
労
働

局
長
が
行
つ
た
前
回
の
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接

士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

二
　
当
該
免
許
試
験
を
行
う
指
定
試
験
機
関

が
行
つ
た
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験

の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
当
該
学
科

試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
な
い
も
の

三
　
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
の
有
効
期

間
が
満
了
し
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者

学
科

試
験

の
全

科
目

一
　
次
に
掲
げ
る
溶
接
工
の
技
り
ょ
う
に
関

す
る
試
験
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成

十
年
運
輸
省
告
示
第
四
百
十
七
号
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
分
類
の
溶
接
工
の
技
り
ょ
う

に
関
す
る
試
験
に
合
格
し
た
者

イ
　
Ｍ
　
２
種
Ｏ
級
　
Ａ

ロ
　
Ｍ
　
３
種
Ｏ
級
　
Ａ

ハ
　
Ｍ
　
２
種
Ｐ
級
　
Ａ

ニ
　
Ｍ
　
２
種
Ｖ
級
　
Ａ

ホ
　
Ｍ
　
３
種
Ｖ
級
　
Ａ

実
技

試
験

の全
部

二
　
突
合
せ
溶
接
に
つ
い
て
前
号
に
掲
げ
る

者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
者

（
免
許
試
験
の
細
目
）

第
百
十
二
条
　
安
衛
則
第
七
十
一
条
及
び
前
三
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
及

び
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

第
三
節
　
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許

（
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
百
十
三
条
　
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許

試
験
に
合
格
し
た
も
の
に
対
し
て
、
都
道
府
県
労
働
局

長
が
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
二
十
条
第
五
号
の
業
務
の
補
助
の
業
務
に
六

月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
二
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
い

た
も
の
を
い
う
。
）
の
整
備
の
業
務
又
は
第
一
種
圧

力
容
器
（
令
第
六
条
第
十
七
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

第
一
種
圧
力
容
器
の
う
ち
小
型
圧
力
容
器
を
除
い
た

も
の
を
い
う
。
）
の
整
備
の
業
務
に
六
月
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者

三
　
第
九
十
七
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
者

（
免
許
の
欠
格
事
由
）

第
百
十
四
条
　
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
に
係
る
法
第
七
十

二
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

は
、
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
）

第
百
十
四
条
の
二
　
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
に
係
る
法
第

七
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係

る
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
ボ
イ
ラ
ー

の
掃
除
又
は
附
属
品
の
分
解
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第
百
十
四
条
の
三
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
ボ
イ
ラ
ー

整
備
士
免
許
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
前
条
に
規
定
す
る

者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に

免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該

者
が
現
に
利
用
し
て
い
る
障
害
を
補
う
手
段
又
は
当
該

者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
が
補
わ

れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
件
付
免
許
）

第
百
十
四
条
の
四
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
身
体
又
は

精
神
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が

行
う
こ
と
の
で
き
る
作
業
を
限
定
し
、
そ
の
他
作
業
に

つ
い
て
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士

免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
十
五
条
　
削
除

（
免
許
試
験
の
試
験
科
目
）

第
百
十
六
条
　
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
試
験
は
、
次
の
科

目
に
つ
い
て
学
科
試
験
に
よ
つ
て
行
な
う
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
に
関
す
る
知
識

二
　
ボ
イ
ラ
ー
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
の
整
備
の
作
業

に
関
す
る
知
識

三
　
ボ
イ
ラ
ー
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
の
整
備
の
作
業

に
使
用
す
る
器
材
、
薬
品
等
に
関
す
る
知
識

四
　
関
係
法
令

（
試
験
科
目
の
免
除
）

第
百
十
七
条
　
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
ボ
イ
ラ
ー
技
士

及
び
第
九
十
七
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
を
免
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
免
許
試
験
の
細
目
）

第
百
十
八
条
　
安
衛
則
第
七
十
一
条
及
び
前
三
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
試
験
の
実
施

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
。

第
四
節
　
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主

任
者
免
許

第
百
十
九
条
　
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者

免
許
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
都
道
府
県

労
働
局
長
が
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
第
一

種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
免
状
又
は
同

項
第
七
号
の
第
二
種
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技

術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

二
　
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
製
造
保

安
責
任
者
免
状
又
は
販
売
主
任
者
免
状
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者

三
　
ガ
ス
事
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
ガ
ス
主
任
技

術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

２
　
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
免
許
に
係

る
法
第
七
十
四
条
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
き
は
、
安
衛
則
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
場

合
の
ほ
か
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
電
気
事
業
法

第
四
十
四
条
第
四
項
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
条
又

は
ガ
ス
事
業
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
当
該
免
状
の
返
納
を
命

ぜ
ら
れ
た
と
き
と
す
る
。
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第
七
章
　
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
、
化
学
設
備

関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講

習
及
び
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者

技
能
講
習

第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十
一
条
　
削
除

（
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
の
講
習
科
目
）

第
百
二
十
二
条
　
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
は
、
次
の
科

目
に
つ
い
て
学
科
講
習
に
よ
つ
て
行
な
う
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
関
す
る
知
識

二
　
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
に
関
す
る
知
識

三
　
点
火
及
び
燃
焼
に
関
す
る
知
識

四
　
点
検
及
び
異
常
時
の
処
置
に
関
す
る
知
識

五
　
関
係
法
令

（
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者

技
能
講
習
の
受
講
資
格
）

第
百
二
十
二
条
の
二
　
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器

取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
化
学
設
備
（
配
管
を

除
く
。
）
の
取
扱
い
の
作
業
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
講
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

（
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者

技
能
講
習
及
び
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任

者
技
能
講
習
の
講
習
科
目
）

第
百
二
十
三
条
　
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱

作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
学
科

講
習
に
よ
つ
て
行
う
。

一
　
第
一
種
圧
力
容
器
の
構
造
に
関
す
る
知
識

二
　
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
に
関
す
る
知
識

三
　
危
険
物
及
び
化
学
反
応
に
関
す
る
知
識

四
　
関
係
法
令

２
　
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習

は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
学
科
講
習
に
よ
つ
て
行
う
。

一
　
第
一
種
圧
力
容
器
（
化
学
設
備
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
構
造
に
関
す
る
知
識

二
　
第
一
種
圧
力
容
器
（
化
学
設
備
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
取
扱
い
に
関
す
る
知
識

三
　
関
係
法
令

（
技
能
講
習
の
細
目
）

第
百
二
十
四
条
　
安
衛
則
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
の

二
ま
で
及
び
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
ボ
イ
ラ

ー
取
扱
技
能
講
習
、
化
学
設
備
関
係
第
一
種
圧
力
容
器

取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
及
び
普
通
第
一
種
圧
力
容

器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

第
八
章
　
雑
則

第
百
二
十
五
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一

種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

一
　
ボ
イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧
力

容
器
で
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一

号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
又

は
電
気
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
　
第
二
条
の

二
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま

で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、

第
三
十
七
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条

か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
七

条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
四
条

ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
の

二
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条

二
　
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
第
一
種
圧
力

容
器
又
は
第
二
種
圧
力
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法

の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
第
二
種
圧

力
容
器
　
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
、
第

五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第

六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
二
条
か
ら
第
八

十
四
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九

十
条
の
二
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条

三
　
ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器

又
は
第
二
種
圧
力
容
器
　
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十

四
条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第

六
十
四
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十

二
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
、
第
八
十
八
条
、
第
八

十
九
条
、
第
九
十
条
の
二
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九

十
五
条

四
　
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十

九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
第
一
種
圧
力
容
器
　
第
五

十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
六
十

条
ま
で
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十

二
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
廃
止
）

第
二
条
　
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
三
十

四
年
労
働
省
令
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
伝
熱
面
積
の
算
定
方
法
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
設
置

さ
れ
て
い
た
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
は
、
第
二
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令

第
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器

安
全
規
則
第
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
面
積
を
も
つ
て

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ボ
イ
ラ
ー
据
付
工
事
作
業
主
任
者
の
選
任
に
関
す
る

経
過
措
置
）

第
四
条
　
事
業
者
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
前
に
着
手
し
た
ボ
イ
ラ

ー
据
付
工
事
に
係
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
据

付
工
事
作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
使
用
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ボ
イ
ラ

及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
以
下
「
旧
ボ
イ
ラ
則
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力

容
器
は
、
第
二
十
六
条
又
は
第
六
十
四
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
基
準
（
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容

器
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る

も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
ボ
イ
ラ
ー
若
し
く
は
第
一

種
圧
力
容
器
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
が
同
項
の
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け

る
当
該
ボ
イ
ラ
ー
若
し
く
は
第
一
種
圧
力
容
器
又
は
そ

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条
　
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
労
働
省
令
第
一
号
。
以

下
「
昭
和
三
十
八
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第

二
条
第
四
項
の
第
一
種
圧
力
容
器
で
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格

に
適
合
す
る
も
の
は
、
第
六
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
第
六
十
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
八
年
改
正
省
令

附
則
第
二
条
第
五
項
の
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
第
一
種
圧
力
容

器
又
は
そ
の
部
分
が
第
六
十
四
条
の
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当
該

第
一
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

第
七
条
　
昭
和
三
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
四
項

の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
す
る

も
の
は
、
第
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
八
年
改
正
省
令

附
則
第
三
条
第
五
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー

又
は
そ
の
部
分
が
第
二
十
六
条
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当
該
貫

流
ボ
イ
ラ
ー
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
の
据
付
位
置
等
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
八
条
　
第
六
十
一
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
六
年
七
月

一
日
に
お
い
て
現
に
設
置
さ
れ
て
い
た
第
一
種
圧
力
容

器
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
昭
和
四
十
八
年

六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
旧
ボ
イ
ラ
則
第
百
四
条
の

八
か
ら
第
百
四
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ボ
イ
ラ

整
備
講
習
を
修
了
し
た
者
又
は
都
道
府
県
労
働
基
準
局

長
が
指
定
す
る
ボ
イ
ラ
ー
整
備
講
習
で
旧
ボ
イ
ラ
則
第

百
四
条
の
八
か
ら
第
百
四
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
の
例

に
よ
り
行
な
わ
れ
る
も
の
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
そ

の
者
の
申
請
に
よ
り
、
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
受
講
し
た
同
項
の
講
習

を
指
定
し
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
旧
ボ
イ
ラ
則

第
百
四
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
ボ
イ
ラ
ー
整
備
士

免
許
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
提
出
す
る
者
は
、
手
数

料
と
し
て
三
百
円
を
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入

印
紙
を
当
該
申
請
書
に
は
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
及
び
普
通
ボ
イ
ラ

ー
溶
接
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
免
除
に
関
す
る
暫

定
措
置
）

第
十
一
条
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

免
許
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事

務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
を
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
自
ら
そ
の
試
験
事
務
を
行
つ

た

後
の
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
又
は
普
通

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た

者
が
、
指
定
試
験
機
関
が
当
該
都
道
府
県
労
働
局
長
に

係
る
試
験
事
務
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以

内
に
行
う
そ
の
合
格
し
た
学
科
試
験
に
係
る
免
許
試
験

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
百
十
一
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
一
回
に
限

り
、
当
該
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の

全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
　
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
有
効
期
間

が
満
了
す
る
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
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検
査
証
に
係
る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ

い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ

ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和

二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関

に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新

た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
ま
ん
延
の
影
響
を
受
け
、
当
該
有
効
期
間
内

に
性
能
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
都
道
府

県
労
働
局
長
が
認
め
る
と
き
は
、
第
三
十
七
条
第
一
項

又
は
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
有
効
期
間
（
第
三
十
七

条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
第
七
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
又
は
更
新
さ
れ
た
有
効
期
間

を
含
む
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
ボ
イ
ラ
ー
検
査
証

又
は
第
一
種
圧
力
容
器
検
査
証
の
有
効
期
間
を
、
四
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
都
道
府
県
労
働
局
長
が

定
め
る
期
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
一
日
労
働
省
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　

昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日

（
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習

に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日
前
に
改
正
前
の

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
旧
安
衛
則
」
と
い
う
。
）

及
び
改
正
前
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則

（
以
下
「
旧
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
わ
れ
た
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講

習
は
、
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
以
下
「
新
安

衛
則
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧

力
容
器
安
全
規
則
（
以
下
「
新
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
普
通
第
一
種
圧
力
容

器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
と
み
な
し
、
旧
安
衛
則

第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
第
一
種
圧
力

容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
は
、
新
安
衛

則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
普
通
第
一

種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
技
能
講
習
修
了
証
と
み

な
す
。

（
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
免
除
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
昭
和
四
十
九
年

五
月
二
十
五
日
前
に
行
わ
れ
た
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許

試
験
、
特
別
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
、
普
通
ボ
イ

ラ
ー
溶
接
士
免
許
試
験
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試

験
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
士
免
許
試
験
又
は
デ
リ
ツ

ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ

い
て
は
、
新
安
衛
則
別
表
第
五
第
五
号
、
新
ボ
イ
ラ
ー

則
第
百
十
一
条
又
は
改
正
後
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則

第
二
百
二
十
七
条
、
第
二
百
三
十
三
条
若
し
く
は
第
二

百
三
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
こ
れ
ら
の
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
全
部
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
の
選
任
に
関
す

る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
新
ボ
イ
ラ
ー
則
第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十

四
日
ま
で
の
間
は
、
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業

主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
労
働
安
全
衛
生

法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
十
七

号
の
作
業
の
う
ち
化
学
設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器

の
取
扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱

作
業
主
任
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
者
は
、
新
ボ
イ
ラ
ー
則
第
六
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日

前
に
旧
ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
免
許
を
受

け
た
者
を
、
令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の
う
ち
化
学

設
備
に
係
る
第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の
作
業
に
つ

い
て
の
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
と
し
て
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
六
日
労
働
省
令
第

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
機
械
等
検
定
規
則
第
一
条
第
一
項
の
改

正
規
定
（
「
現
品
」
の
下
に
「
及
び
第
三
条
第
一
項

の
製
造
検
査
設
備
等
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
規
則
第
二
条
の
改
正
規
定
（
労
働
安
全
衛
生
法
施

行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
十
三
号
及
び
第
二

十
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
三
条
の

改
正
規
定
、
同
規
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に

一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
五
条
第
三
号

の
改
正
規
定
（
令
第
十
三
条
第
二
十
三
号
及
び
第
二

十
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
十
二
条

の
改
正
規
定
、
同
規
則
様
式
第
一
号
の
四
の
改
正
規

定
（
「
様
式
第
１
号
の
４
」
を
「
様
式
第
１
号
の
４

（
第
４
条
関
係
）
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
規

則
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
（
様
式
第
二
号
の
四
及

び
様
式
第
二
号
の
五
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
同
規
則
様
式
第
八
号
の
改
正
規
定
（
「
様
式
第
８

号
」
を
「
様
式
第
８
号
（
第
１
０
条
関
係
）
」
に
改

め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
条
の
規
定
、
第
三
条
中

検
査
代
行
機
関
、
検
定
代
行
機
関
及
び
指
定
教
習
機

関
規
則
第
十
一
条
に
七
号
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第

十
三
号
及
び
第
十
四
号
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
同
規
則
第
二
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の

規
定
（
令
第
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
急
停
止
装
置

の
う
ち
電
気
的
制
動
方
式
の
も
の
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
並
び
に
附
則
第
三
条
第
二
項
、
第
六
条
及
び

第
七
条
の
規
定
　
昭
和
五
十
年
十
月
一
日

（
小
型
ボ
イ
ラ
ー
設
置
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
昭
和
五
十
一
年
六
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又

は
輸
入
さ
れ
た
小
型
ボ
イ
ラ
ー
で
あ
つ
て
法
第
四
十
四

条
第
一
項
の
検
定
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
係
る
設
置

報
告
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容

器
安
全
規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
二
二
日
労
働
省
令

第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で
　
略

四
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
百
四
十
二
条
、

第
二
百
四
十
七
条
、
第
三
百
六
十
条
、
第
三
百
七
十

五
条
、
第
四
百
四
条
、
第
五
百
十
四
条
、
第
五
百
十

八
条
、
第
五
百
十
九
条
、
第
五
百
二
十
条
、
第
五
百

二
十
一
条
、
第
五
百
三
十
三
条
、
第
五
百
六
十
三

条
、
第
五
百
六
十
四
条
及
び
第
五
百
六
十
六
条
の
改

正
規
定
並
び
に
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
　

昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
五
日
労
働
省
令
第

一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正

後
の
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
及
び
次
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
二
六
日
労
働
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
ボ
イ

ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
第
百
二
十
五
条
第
二
号

の
改
正
規
定
中
「
第
九
十
条
ま
で
並
び
に
」
を
「
第
九

十
条
の
二
ま
で
及
び
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
条
第
三

号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
七
日
労
働
省

令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
九
月
二
九
日
労
働
省
令

第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
九
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
八
日
労
働
省
令

第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
日
労
働
省
令

第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の

取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
労
働
省
令

第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
一
〇
日
労
働
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
労
働
省
令

第
八
号
）
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こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
一
日
労
働
省
令
第

二
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
百
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（

「
一
年
」
を
「
二
年
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同

条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
と
い
う
。
）
が
、
」
の
下
に

「
当
該
免
許
の
有
効
期
間
の
満
了
前
一
年
間
に
ボ
イ
ラ

ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
を
溶
接
し
、
か
つ
、
」
を
加

え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
規
定
は
、
昭
和
六

十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
四
年
十
月
一
日
前
に
受
け
た
特
別
ボ
イ
ラ

ー
溶
接
士
免
許
又
は
普
通
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
免
許
の
有

効
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
月
二
四
日
労
働
省
令
第

二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
一
三
日
労
働
省
令
第

二
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
二
四
日
労
働
省
令
第

二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
労
働
災

害
防
止
団
体
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
中
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
第

百
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則

第
八
条
の
規
定
　
平
成
五
年
一
月
一
日

（
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
平
成
五
年
一
月
一
日
前
に
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士

免
許
試
験
を
受
け
た
者
に
対
す
る
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー

及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
第
百
二
条
の
二
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
科
目

の
試
験
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
科
目

の
試
験
（
平
成
五
年
一
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
試
験

に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定

に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
一
二
日
労
働
省
令
第

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第

二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
事
故
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
に
発
生
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
第
三
十
六

条
、
第
七
十
一
条
、
第
九
十
条
及
び
第
九
十
六
条
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
第
二

百
四
十
九
条
並
び
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
ゴ
ン

ド
ラ
安
全
規
則
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
事
故
で
あ
っ

て
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く

報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
報
告
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
一
日
労
働
省
令
第
二

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
八
年
一
月
二
五
日
労
働
省
令
第

二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
五
日
労
働
省
令
第

一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
十
六
条
第
二
項

の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
　
平
成
九
年
四
月

一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
一
日
労
働
省

令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
労
働
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
労
働
省
令

第
三
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
労
働
省
令

第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
地
方
分
権
推
進
整
備

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府
県

労
働
基
準
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
許

可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行

の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ

に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局

長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
許

可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
で
、
地
方
分
権
推
進
整
備
法
の
施
行

の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
地

方
分
権
推
進
整
備
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
規
定
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働

省
令
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
都
道
府

県
労
働
局
長
が
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
地
方
分
権

推
進
整
備
法
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
省
令
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
又
は
こ
れ

に
基
づ
く
労
働
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労

働
局
長
が
し
た
処
分
等
の
行
為
又
は
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
こ
の

省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の

規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
行
為
で
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政

事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ

れ
の
省
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為

又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
又

は
職
員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規
定

に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
又
は
職

員
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交

付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ

の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当

様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改

定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
労
働
省
令

第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
設
置

し
な
い
期
間
の
保
管
状
況
が
良
好
で
あ
る
と
認
め
た
ボ

イ
ラ
ー
、
第
一
種
圧
力
容
器
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
及
び

ゴ
ン
ド
ラ
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

労
働
局
長
が
設
置
し
な
い
期
間
の
保
管
状
況
が
良
好
で

あ
る
と
認
め
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日
労
働
省
令

第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省

令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は

交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ

れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相

当
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改

定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
講
習
を
行
っ
て
い
る
者
又
は
同
欄
に
掲
げ
る
指

定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

定
は
適
用
し
な
い
。

平
成
二
十
一
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
三
十
二

号
（
安
全
衛
生
推
進
者

等
の
選
任
に
関
す
る
基

準
の
一
部
を
改
正
す
る

件
）
に
よ
る
改
正
前
の

安
全
衛
生
推
進
者
等
の

選
任
に
関
す
る
基
準

（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省

告
示
第
八
十
号
。
以
下

「
旧
選
任
基
準
」
と
い

う
。
）
本
則
第
四
号
の
講

習
（
安
全
衛
生
推
進
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
労
働
安
全
衛

生
規
則
（
昭
和
四
十
七

年
労
働
省
令
第
三
十
二

号
。
以
下
「
新
安
衛

則
」
と
い
う
。
）
第
十

二
条
の
三
第
一
項
の
登

録
（
労
働
安
全
衛
生
法

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命

令
に
係
る
登
録
及
び
指

定
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
四
十
七
年
労
働
省
令

第
四
十
四
号
。
以
下

「
登
録
省
令
」
と
い
う

。
）
第
一
条
の
二
第
一

項
第
一
号
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

登
録
省

令
第
一

条
の
二

の
五
第

一
項
か

ら
第
三

項
ま
で

及
び
第

一
条
の

二
の
七

旧
選
任
基
準
本
則
第
四

号
の
講
習
（
衛
生
推
進

者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

新
安
衛
則
第
十
二
条
の

三
第
一
項
の
登
録
（
登

録
省
令
第
一
条
の
二
第

一
項
第
二
号
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

　

平
成
二
十
一
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
二
十
九

号
（
作
業
環
境
測
定
基

準
の
一
部
を
改
正
す
る

第
七
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
粉
じ
ん
障
害

防
止
規
則
（
昭
和
五
十

四
年
労
働
省
令
第
十
八

登
録
省

令
第
十

九
条
の

件
）
に
よ
る
改
正
前
の

作
業
環
境
測
定
基
準

（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省

告
示
第
四
十
六
号
。
以

下
「
旧
測
定
基
準
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
三
項

第
一
号
の
指
定

号
。
以
下
「
新
粉
じ
ん

則
」
と
い
う
。
）
第
二

十
六
条
第
三
項
の
登
録

二
十
四

の
八

平
成
二
十
一
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
二
十
四

号
（
発
破
技
士
免
許
試

験
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
件
）
に
よ
る
改
正

前
の
発
破
技
士
免
許
試

験
規
程
（
昭
和
四
十
七

年
労
働
省
告
示
第
九
十

七
号
）
第
四
条
の
発
破

実
技
講
習

新
安
衛
則
別
表
第
五
の

四
の
表
受
験
資
格
の
欄

第
三
号
の
登
録

登
録
省

令
第
十

九
条
の

二
十
四

の
二
十

一
第
一

項
か
ら

第
三
項

ま
で
及

び
第
十

九
条
の

二
十
四

の
二
十

三

平
成
二
十
一
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
二
十
六

号
（
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、

ボ
イ
ラ
ー
溶
接
士
及
び

ボ
イ
ラ
ー
整
備
士
免
許

規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
件
）
に
よ
る
改
正
前

の
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
ボ

イ
ラ
ー
溶
接
士
及
び
ボ

イ
ラ
ー
整
備
士
免
許
規

程
（
昭
和
四
十
七
年
労

働
省
告
示
第
百
十
六
号
。

以
下
「
旧
ボ
イ
ラ
ー
規

程
」
と
い
う
。
）
第
三
条

第
二
号
の
ボ
イ
ラ
ー
実

技
講
習

第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
及

び
圧
力
容
器
安
全
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
労
働

省
令
第
三
十
三
号
。
以

下
「
新
ボ
イ
ラ
ー
則
」

と
い
う
。
）
第
百
一
条

第
三
号
ニ
の
登
録

登
録
省

令
第
十

九
条
の

二
十
四

の
三
十

六
第
一

項
か
ら

第
三
項

ま
で
及

び
第
十

九
条
の

二
十
四

の
三
十

八

第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
労
働
安
全
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労

働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
規
則
（
昭
和
四
十
八

年
労
働
省
令
第
三
号
。

以
下
「
旧
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
則
」
と
い
う
。
）
第

第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
労
働
安
全
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労

働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
規
則
（
以
下
「
新
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
七

号
の
登
録

登
録
省

令
第
二

十
五
条

の
八
第

一
項
か

ら
第
三

項
ま
で

及
び
第

二
条
第
七
号
の
安
全
に

関
す
る
講
習

二
十
五

条
の
十

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則

第
十
一
条
第
十
号
の
衛

生
に
関
す
る
講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則

第
十
一
条
第
十
号
の

登
録

　

平
成
二
十
一
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
四
十
七

号
（
昭
和
五
十
六
年
労

働
省
告
示
第
五
十
六
号

を
廃
止
す
る
件
）
に
よ

る
廃
止
前
の
昭
和
五
十

六
年
労
働
省
告
示
第
五

十
六
号
（
労
働
安
全
衛

生
規
則
別
表
第
九
資
格

の
欄
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
研
修
を
定
め
る
件
。

以
下
「
旧
研
修
告
示
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
三

号
の
指
定

新
安
衛
則
別
表
第
九
別

表
第
七
の
上
欄
第
十
号

に
掲
げ
る
機
械
等
に
係

る
工
事
の
項
第
一
号
ロ

及
び
別
表
第
七
の
上
欄

第
十
二
号
に
掲
げ
る
機

械
等
に
係
る
工
事
の
項

第
一
号
ロ
の
登
録

登
録
省

令
第
五

十
七
条

第
一
項

か
ら
第

三
項
ま

で
及
び

第
五
十

九
条

旧
研
修
告
示
第
二
条
第

二
号
に
お
い
て
準
用
す

る
旧
研
修
告
示
第
一
条

第
三
号
の
指
定

新
安
衛
則
別
表
第
九
第

八
十
九
条
の
二
第
一
号

に
掲
げ
る
仕
事
及
び
第

九
十
条
第
一
号
に
掲
げ

る
仕
事
の
う
ち
建
設
の

仕
事
（
ダ
ム
の
建
設
の

仕
事
を
除
く
。
）
の
項

第
一
号
ロ
及
び
第
八
十

九
条
の
二
第
二
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

仕
事
及
び
第
九
十
条
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
仕
事
（
同
条

第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事

に
あ
つ
て
は
ダ
ム
の
建

設
の
仕
事
に
、
同
条
第

二
号
、
第
二
号
の
二
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
仕

事
に
あ
つ
て
は
建
設
の

仕
事
に
限
る
。
）
の
項

第
一
号
ハ
の
登
録

　

第
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
作
業
環
境
測

定
法
施
行
規
則
（
昭
和

五
十
年
労
働
省
令
第
二

十
号
。
以
下
「
旧
作
環

第
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
作
業
環
境
測

定
法
施
行
規
則
（
以
下

「
新
作
環
則
」
と
い
う

。
）
第
十
七
条
第
二
号

新
作
環

則
第
十

七
の
六

第
一
項

か
ら
第

14



則
」
と
い
う
。
）
第
十
七

条
第
二
号
の
講
習

の
厚
生
労
働
大
臣
の

登
録

三
項
ま

で
及
び

第
十
七

条
の
八

旧
作
環
則
第
十
七
条
第

十
六
号
の
講
習

新
作
環
則
第
十
七
条
第

十
六
号
の
厚
生
労
働
大

臣
の
登
録

　

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講

習
、
研
修
、
実
習
又
は
科
目
を
修
了
し
た
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
、
研
修
、
実
習
又
は

科
目
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

旧
選
任
基
準
本
則
第
四
号
の

講
習
（
安
全
衛
生
推
進
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

新
安
衛
則
第
十
二
条
の
三

第
一
項
の
講
習
（
登
録
省

令
第
一
条
の
二
第
一
項
第

一
号
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

旧
選
任
基
準
本
則
第
四
号
の

講
習
（
衛
生
推
進
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

新
安
衛
則
第
十
二
条
の
三

第
一
項
の
講
習
（
登
録
省

令
第
一
条
の
二
第
一
項
第

二
号
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

旧
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項

第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
研
修

新
安
衛
則
第
十
四
条
第
二

項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大

臣
の
指
定
す
る
者
が
行
う

研
修

旧
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項

第
二
号
の
実
習

新
安
衛
則
第
十
四
条
第
二

項
第
二
号
の
実
習

旧
安
衛
則
別
表
第
五
の
四
の

表
受
験
資
格
の
欄
第
三
号
の

発
破
実
技
講
習

新
安
衛
則
別
表
第
五
の
四

の
表
受
験
資
格
の
欄
第
三

号
の
発
破
実
技
講
習

旧
ボ
イ
ラ
ー
規
程
第
三
条
第

二
号
の
ボ
イ
ラ
ー
実
技
講
習

新
ボ
イ
ラ
ー
則
第
百
一
条

第
三
号
ニ
の
ボ
イ
ラ
ー
実

技
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
二

条
第
七
号
の
安
全
に
関
す
る

講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第

二
条
第
七
号
の
安
全
に
関

す
る
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十

一
条
第
十
号
の
衛
生
に
関
す

る
講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第

十
一
条
第
十
号
の
衛
生
に

関
す
る
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十

三
条
第
一
項
の
表
医
師
国
家

試
験
合
格
者
又
は
歯
科
医
師

国
家
試
験
合
格
者
の
項
の

講
習

新
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第

十
三
条
第
一
項
の
表
第
十

一
条
第
二
号
又
は
第
三
号

に
掲
げ
る
者
の
項
の
講
習

旧
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
程
第

四
条
の
表
前
条
第
三
号
又
は

　

第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
項
の

講
習

旧
安
衛
則
別
表
第
九
別
表
第

七
の
上
欄
第
十
号
に
掲
げ
る

機
械
等
に
係
る
工
事
の
項
第

一
号
ロ
及
び
別
表
第
七
の
上

欄
第
十
二
号
に
掲
げ
る
機
械

等
に
係
る
工
事
の
項
第
一
号

ロ
の
研
修

新
安
衛
則
別
表
第
九
別
表

第
七
の
上
欄
第
十
号
に
掲

げ
る
機
械
等
に
係
る
工
事

の
項
第
一
号
ロ
及
び
別
表

第
七
の
上
欄
第
十
二
号
に

掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
工

事
の
項
第
一
号
ロ
の
研
修

旧
安
衛
則
別
表
第
九
第
八
十

九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る

仕
事
及
び
第
九
十
条
第
一
号

に
掲
げ
る
仕
事
の
う
ち
建
設

の
仕
事
（
ダ
ム
の
建
設
の
仕

事
を
除
く
。
）
の
項
第
一
号

ロ
及
び
第
八
十
九
条
の
二
第

二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
仕
事
（
同
条
第
一
号
に

掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は
ダ

ム
の
建
設
の
仕
事
に
、
同
条

第
二
号
、
第
二
号
の
二
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
仕
事
に
あ

つ
て
は
建
設
の
仕
事
に
限

る
。
）
の
項
第
一
号
ハ
の
研

修

新
安
衛
則
別
表
第
九
第
八

十
九
条
の
二
第
一
号
に
掲

げ
る
仕
事
及
び
第
九
十
条

第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
の

う
ち
建
設
の
仕
事
（
ダ
ム

の
建
設
の
仕
事
を
除
く
。
）

の
項
第
一
号
ロ
及
び
第
八

十
九
条
の
二
第
二
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
仕

事
及
び
第
九
十
条
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
仕
事
（
同
条
第
一
号
に

掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は

ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
に
、

同
条
第
二
号
、
第
二
号
の

二
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

仕
事
に
あ
つ
て
は
建
設
の

仕
事
に
限
る
。
）
の
項
第
一

号
ハ
の
研
修

旧
作
環
則
第
五
条
の
二
第
一

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
科
目

新
作
環
則
第
五
条
の
五
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

該
当
科
目

旧
作
環
則
第
十
七
条
第
二
号

の
講
習

新
作
環
則
第
十
七
条
第
二

号
の
講
習

旧
作
環
則
第
十
七
条
第
十
六

号
の
講
習

新
作
環
則
第
十
七
条
第
十

六
号
の
講
習

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
二
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て

い
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧

力
容
器
安
全
規
則
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）

様
式
第
十
六
号
に
よ
る
申
請
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
則
様
式
第
十
六
号
に
よ
る
申
請

書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
二
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力

容
器
安
全
規
則
第
百
二
条
、
第
百
三
条
及
び
第
百
十
一

条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
法
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す

る
省
令
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交

付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ

の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当

様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定

を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則

第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
一
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平

成
三
十
一
年
八
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
た
安
全
帯
（
要

求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
日
に

お
い
て
現
に
製
造
し
て
い
る
安
全
帯
（
要
求
性
能
墜
落

制
止
用
器
具
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
平
成

三
十
四
年
一
月
一
日
ま
で
の
間
、
要
求
性
能
墜
落
制
止

用
器
具
と
み
な
す
。

一
　
略

二
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ボ
イ
ラ
ー
及
び

圧
力
容
器
安
全
規
則
第
十
六
条

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の

日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

様
式
第
１
号
（
第
３
条
、
第
４
９
条
関
係
）

様式第1号(第3条、第49条関係) 

(     ) 製 造 許 可 申 請 書 

事 業 場 の 名 称 
電話    (    )     

事 業 場 の 所 在 地   

  ※ 
製造予定のボイラー又は第一種
圧力容器の種類及び最高使用圧力 

  

ボ イ ラ ー 又 は 圧 力 容 器 の
製 造 に 関 す る 経 歴 の 概 要 

  

  

  収 入 印 紙 
       年   月   日 

申請者 氏 名   

            労働局長殿 

 備考 

  1 表題の( )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入すること。 

  2 第一種圧力容器にあつては、※の欄にその形式(円筒形、ジャケット付、角形等)を併記すること。 

  3 収入印紙は、申請者において消印しないこと。 

様
式
第
２
号
（
第
５
条
、
第
５
１
条
関
係
）

様式第2号(第5条、第51条関係) 

(     ) 構 造 検 査 申 請 書 

種 類   

最 高 使 用 圧 力 MPa 伝熱面積又は内容積 m2・m3 

製造許可年月日及び製造許可番号 年    月    日      第      号 

溶 接 検 査 刻 印 番 号   

受 検 地   

受 検 希 望 日 年    月    日 

  

  収 入 印 紙 
       年   月   日 

申請者 
住 所          
氏 名          

 

                  殿 

 備考 

  1 表題の( )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入すること。 

  2 「受検地」の欄は、当該ボイラー又は第一種圧力容器の所在地を記入し、かつ、申請者の連絡先(電話番号)を併記すること。 

  3 使用を廃止したボイラー又は第一種圧力容器を改修して製造したときには、その旨を「種類」の欄に併記すること。 

  4 都道府県労働局長に申請するときは、収入印紙を貼付し、この場合、収入印紙は、申請者において消印しないこと。 

様
式
第
３
号
（
第
５
条
、
第
１
０
条―

第
１
２
条
関
係
）

甲

様式第3号(第5条、第10条―第12条関係)甲 

 (鋼製ボイラー) 

ボ イ ラ ー 明 細 書 

種 類   

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 大 蒸 発 量 ton／hr 

ボ

イ

ラ

ー

の

構

造 

伝 熱 面 積 m2 

火 格 子 面 積 m2 

胴 

材 料 最 大 内 径 

  mm 

長 さ 板 の 厚 さ 

mm mm 

鏡 板 又 は 管 板 
材 料 形 状 すみの丸みの内半径 板 の 厚 さ 

    mm mm 

炉 筒 又 は 火 室 
材 料 形 状 最 大 内 径 板 の 厚 さ 

    mm mm 

ス テ ー 

種 類 材 料 径 
ガセットステーにあ
つては、板の厚さ 

胴 、 鏡 板 等 と の 取 付 方 法 

    mm   

    mm   

    mm   

 
 胴の長手継手の種類及び

効率 
  

マンホール、掃除穴又は

検査穴 

種 類 大 き さ 数 

マ ン ホ ー ル      mm×      mm   

掃 除 穴 mm   

検 査 穴 mm   

水 管 又 は 煙 管 
種 類 材 料 外 径 厚 さ 

    mm mm 

管 寄 せ 
材 料 形 式 内径 (内法 )又は外径 穴 が あ る 側 の 厚 さ 

    mm mm 

過 熱 器 
形 式 材 料 過 熱 管 の 外 径 過 熱 管 の 厚 さ 

    mm mm 

節 炭 器 
形 式 材 料 

節炭器用管の外径(鋳鉄
製のものにあつては、内
径) 

節 炭 器 用 管 の 厚 さ 

    mm mm 

安全弁、逃がし弁又は逃
がし管 

種 類 形 式 
呼び径(逃がし管にあつ
ては、その内径) 

個 数 

    mm   

    mm   

水 面 測 定 装 置 
種 類 個 数 ガ ラ ス 管 の 内 径 

    mm 
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      mm 

自動制御装置があるとき
はその概要 

  

製 造 者 名 及 び 製 造 年 月                       年      月 

工 作 責 任 者 氏 名   

※構造検査又は使用検査の別 

( い ず れ か を ○ で 囲 む ) 
構造検査  ・  使用検査 

※ 水 圧 試 験 圧 力                                MPa 

※ 検査場所及び検査年月日 年    月    日  

※ 刻 印 番 号   

※ 検査者の所属及び氏名   

※ 摘 要   

備考 

 1 「胴の長手継手の種類及び効率」の欄は、管穴があるときは、管穴部の効率を併記すること。 

 2 「安全弁、逃がし弁又は逃がし管」の欄の「種類」の項には、ばね安全弁、逃がし弁等の別を、同欄の「形式」の項には、揚程式、全量

式等の別を記入するものとし、安全弁にあつてはその構造を示す図面を添付すること。 

 3 ※印を付してある欄は、申請者において記入しないこと。 

 4 ボイラーの構造を示す図面を添付すること。 

様
式
第
３
号
（
第
５
条
、
第
１
０
条―

第
１
２
条
関
係
）

乙

様式第3号(第5条、第10条―第12条関係)乙 

 (貫流ボイラー) 

ボ イ ラ ー 明 細 書 

種 類   

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 大 蒸 発 量 ton／hr 

ボ

イ

ラ

ー

の

構

造 

伝 熱 面 積 m2 

水 管 

材 料 外 径 

  mm 

厚 さ 周 継 手 の 方 法 

mm   

管 寄 せ 
材 料 内 径 又 は 内 法 穴 の あ る 側 の 厚 さ 継 手 の 方 法 

  mm mm   

気 水 分 離 器 
材 料 胴 の 内 径 胴 の 長 さ 胴 板 の 厚 さ 

  mm mm mm 

過 熱 器 
形 式 材 料 過 熱 管 の 外 径 過 熱 管 の 厚 さ 

    mm mm 

節 炭 器 
形 式 材 料 

節炭器用管の外径(鋳鉄
管にあつては、内径) 

節 炭 器 用 管 の 厚 さ 

    mm mm 

  

安全弁、逃がし弁又は逃
がし管 

種 類 形 式 
呼び径(逃がし管にあつ
ては、その内径) 

個 数 

    mm   

    mm   

自 動 制 御 装 置 の 概 要   

製 造 者 名 及 び 製 造 年 月                             年      月 

工 作 責 任 者 氏 名   

※構造検査又は使用検査の別 

( い ず れ か を ○ で 囲 む ) 
構造検査  ・  使用検査 

※ 水 圧 試 験 圧 力                                    MPa 

※ 検査場所及び検査年月日                          年    月    日 

※ 刻 印 番 号   

※ 検査者の所属及び氏名   

※ 摘 要   

備考 

 1 「安全弁、逃がし弁又は逃がし管」の欄の「種類」の項には、ばね安全弁、逃がし弁等の別を、「形式」の項には、揚程式、全量式等の

別を記入するものとし、安全弁にあつてはその構造を示す図面を添付すること。 

 2 ※印を付してある欄は申請者において記入しないこと。 

 3 ボイラーの構造を示す図面を添付すること。 

様
式
第
３
号
（
第
５
条
、
第
１
０
条―

第
１
２
条
関
係
）

丙

様式第3号(第5条、第10条―第12条関係)丙 

 (鋳鉄製ボイラー) 

ボ イ ラ ー 明 細 書 

形 式   

最 高 使 用 圧 力 MPa 

ボ

イ

ラ

ー

の

構

造 

伝 熱 面 積 m2 

火 格 子 面 積 m2 

材 料 ねずみ鋳鉄品               種 

セクシヨンの数及び組合

せ後の大きさ 

セクシヨンの数 
組 合 せ 後 の 寸 法 

幅 高 さ 奥 行 

  m m m 

セクシヨンの最小肉厚 mm 検 査 穴 
大 き さ 数 

mm   

① 
安全弁(温水ボイラー
にあつては、逃がし
弁)その他の安全装置 

種 類 形 式 
呼び径(逃がし管にあつては、
その内径) 

個 数 

    mm   

水 面 測 定 装 置 

種 類 個 数 ガ ラ ス 管 の 内 径 

    mm 

    mm 
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製 造 者 名 及 び 製 造 年 月                             年      月 

工 作 責 任 者 氏 名   

※構造検査又は使用検査の別 

( い ず れ か を ○ で 囲 む ) 
構造検査  ・  使用検査 

※ 水 圧 試 験 圧 力                                  MPa 

※ 検査場所及び検査年月日                             年    月    日 

※ 刻 印 番 号   

※ 検査者の所属及び氏名   

※ 摘 要   

備考 

 1 ①の欄は、ばね安全弁、逃がし弁等の別を記入すること。 

 2 ※印を付してある欄は、申請者において記入しないこと。 

 3 ボイラーの構造を示す図面を添付すること。 

様
式
第
４
号
（
第
５
条
、
第
１
２
条
、
第
５
１
条
、
第
５

７
条
関
係
）

様式第4号(第5条、第12条、第51条、第57条関係) 

  

①   ②   番       号 

 備考 

 1  ①   ② は、構造検査実施者又は使用検査実施者を表す文字を入れるもの 

   とすること。この場合において、構造検査実施者又は使用検査実施者が都道府県労

働局長であるときは、都道府県の頭文字とすること。ただし次の各県については、

それぞれに掲げる文字とする。 

    福井県は福井、山梨県は山梨、山口県は山口、愛媛県は愛媛、福岡県は福岡、長

崎県は長崎、大分県は大分、宮崎県は宮崎 

  2 番号は、構造検査又は使用検査の番号とすること。 

  3 文字及び数字の大きさは縦9mm、横7mmとし、文字及び数字の太さは0.5mmとするこ

と。 

様
式
第
五
号
　
削
除

様
式
第
６
号
（
第
５
条
、
第
１
１
条
、
第
１
２
条
、
第
１

５
条
、
第
５
１
条
、
第
５
６
条
の
２
、
第
５
７
条
、
第
６

０
条
関
係
）
（
表
面
）

 

様
式
第
６
号
（
第
５
条
、
第
１
１
条
、
第
１
２
条
、
第
１

５
条
、
第
５
１
条
、
第
５
６
条
の
２
、
第
５
７
条
、
第
６

０
条
関
係
）
（
裏
面
）
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様
式
第
７
号
（
第
７
条
、
第
５
３
条
関
係
）

様式第7号(第7条、第53条関係) 

(     ) 溶 接 検 査 申 請 書 

種 類   

最 高 使 用 圧 力 MPa 伝熱面積又は内容積 m2・m3 

製 造 許 可

年 月 日 及 び 番 号 
年    月    日    第    号 

受 検 地   

溶 接 着 手 予 定 年 月 日 
年    月    日 

(         )  

  

  収 入 印 紙 
   年   月   日 

        殿 
申請者 

住 所          
氏 名          

 備考 

  1 表題の(  )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入すること。 

  2 「溶接着手予定年月日」の欄の(  )内には、溶接期間が1月以上の場合に溶接完了予定年月日を付記すること。 

  3 都道府県労働局長に申請するときは、収入印紙を貼付し、この場合、収入印紙は、申請者において消印しないこと。 

様
式
第
８
号
（
第
７
条
、
第
５
３
条
関
係
）

様式第8号(第7条、第53条関係) 

(   ) 溶 接 明 細 書 

種 類   

最 高 使 用 圧 力 MPa 

伝 熱 面 積 又 は 内 容 積 m2・m3 

材
料
及
び
板
の
厚
さ 

部 分 材 料 板 の 厚 さ 

胴   mm 

鏡 板 又 は 管 板   mm 

炉 筒 又 は 火 室   mm 

ふ た 板   mm 

胴 の 長 手 継 手 の 効 率   

胴の長手継手の種類及び開先
の形状 

  

胴の周継手(鏡板との取付継手
を含む)の種類及び開先の形状 

  

鏡板、管板、ふた板等に溶接継
手があるときは、当該継手の種
類及び開先の形状 

  

溶 接 材 料 の 種 類   

余 盛 り の 削 り 方     十分削る     軽く削るか又は削らない 

溶 接 後 熱 処 理 の 方 法      炉内加熱    局部加熱 保持温度 ℃ 

製 造 者 名 及 び 製 造 年 月                                 年      月 

工 作 責 任 者 氏 名   ボ イ ラ ー溶 接 士の 種類 及 び 氏名   

※ 機 械 試 験 の 成 績 

引 張 試 験 引張強さ                            N／mm2 

曲 げ 試 験 
表 曲 げ 裏 曲 げ 側 曲 げ 長 手 曲 げ 

合  否 合  否 合  否 合  否 

衝 撃 試 験 
溶接金属部 熱影響部 

合          否 合          否 

※ 非 破 壊 試 験 の 成 績 

放 射 線 検 査 合                             否 

超 音 波 探 傷 試 験 合                             否 

磁 粉 探 傷 試 験 合                             否 

浸 透 探 傷 試 験 合                             否 

※ 刻 印 番 号   

※ 溶 接 検 査 年 月 日 年     月     日 

※ 検査者の所属及び氏名   

※ 摘 要   

備考 

 1 表題の( )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入すること。 

 2 「余盛りの削り方」及び「溶接後熱処理の方法」の欄は、該当する事項に○印を付すること。 

 3 ※印を付してある欄は、申請者において記入しないこと。 

 4 溶接継手の位置、開先の形状を示す図面を添付すること。 
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様
式
第
９
号
（
第
７
条
、
第
５
３
条
関
係
）

様式第9号(第7条、第53条関係) 

  

①   ②   溶   番       号 

 備考 

 1  ①   ② は、溶接検査実施者を表す文字を入れるものとすること。 

   この場合において、溶接検査実施者が都道府県労働局長であるときは、都道府県の

頭文字とすること。ただし次の各県については、それぞれに掲げる文字とする。 

    福井県は福井、山梨県は山梨、山口県は山口、愛媛県は愛媛、福岡県は福岡、長

崎県は長崎、大分県は大分、宮崎県は宮崎 

  2 番号は溶接検査の番号とすること。 

  3 文字及び数字の大きさは縦9mm、横7mmとし、文字及び数字の太さは0.5mmとするこ

と。 

様
式
第
十
号
　
削
除

様
式
第
１
１
号
（
第
１
０
条
関
係
）

様式第11号(第10条関係) 

ボ イ ラ ー 設 置 届 

① 事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

  電話  (   )      

使 用 の 目 的   

ボ

イ

ラ

ー

室 

② 位 置       一階      地階      二階      その他 

③ 構 造 
木 造   鉄骨造 
鉄筋コンクリート造 その他 

床 面 積  延           m2 

④ 

ボイラーの外側と天井(天井

がない場合は屋根裏)との距

離 

m ⑤ 
ボイラーの外側とボイラー

室の壁との間の最短距離 
m 

⑥ 出 入 口 の 構 造 外開き式    引戸式   出 入 口 の 数   

⑦ 燃 焼 室 炉 壁 の 構 造 
普 通 空 冷 

れんが壁 れんが壁 
水冷壁 ⑧ 燃 焼 方 式 手だき 

ストー

カ燃焼 

バーナ

燃焼 

⑨ 燃 料 

石 炭     微 粉 炭 

重 油     ガ ス 

そ の 他 

給 水 装 置 

種類 給水能力 数 

  ton／hr   

  ton／hr   

  ton／hr   

⑩ 給 水 加 熱 器 有 無 ⑪ 連 続 ブ ロ ー 装 置 有 無 

⑫ 自 動 制 御 方 式 
全 自 動 
燃 焼 系 
そ の 他 

⑬ 自 動 制 御 装 置 

低 水 位 燃 料 遮 断 装 置 
燃 焼 安 全 装 置 
低 水 位 警 報 装 置 
そ の 他 

⑭ 空 気 予 熱 器 有        無 

煙 突 

⑯ 構 造 口径 高さ 

鋼 板 製 
鉄筋コンクリ
ート製 
その他 

m m 
⑮ ス ト レ ー ジ タ ン ク 有        無 

設置工事を行う事業場の名称(電話番

号)及びその所在地 
  

ボイラー据付け作業の指揮者の

氏名 
  

設 置 工 事 落 成 予 定 年 月 日             年      月      日 

      年    月    日 

事業者職氏名             

    労働基準監督署長殿 

 備考 

  1 ①の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 ②、③及び⑥から⑯までの欄は、該当する事項に○印を付すること。 

  3 ⑤の欄は、本体を被覆したボイラーについては、記入する必要がない。 

様
式
第
１
２
号
（
第
１
１
条
関
係
）

様式第12号(第11条関係) 

ボ イ ラ ー 設 置 報 告 書 

① 事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

  電話 (   )      

使 用 の 目 的   

② 燃 焼 室 炉 壁 の 構 造 
普 通 空 冷 

れんが壁 れんが壁 
水冷壁 ③ 燃 焼 方 式 手だき 

ストー

カ燃焼 

バーナ

燃焼 

④ 燃 料 

石 炭     微 粉 炭 

重 油     ガ ス 

その他 

給 水 装 置 

種類 給水能力 数 

  ton／hr   

  ton／hr   

  ton／hr   

⑤ 給 水 加 熱 器 有 無 

⑥ 自 動 制 御 方 式 
全自動 
燃焼系 
その他 

⑦ 自 動 制 御 装 置 

低 水 位 燃 料 遮 断 装 置 
燃 焼 安 全 装 置 
低 水 位 警 報 装 置 
そ の 他 

煙 突 ⑧ 構 造 

綱 板 製 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 

そ の 他 

口 径 高 さ 

m m 

設 置 予 定 年 月 日             年      月      日 

年    月    日                           報告者 氏 名   

    労働基準監督署長殿 

 備考 

  1 ①の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 ②から⑧までの欄は、該当する事項に○印を付すること。 
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様
式
第
１
３
号
（
第
１
２
条
、
第
５
７
条
関
係
）

様式第13号(第12条、第57条関係) 

(     )使用検査申請書 

種 類   

最 高 使 用 圧 力 MPa 伝熱面積又は内容積 m2・m3 

ボイラー又は第一種
圧力容器の経歴概要 

  

受 検 地   

受 検 希 望 日 年   月   日 

  

  収 入 印 紙 
     年  月  日 

        殿 

申請者 
住 所        

氏 名        

 備考 

  1 表題の(  )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入する

こと。 

  2 「受検地」の欄は、当該ボイラー又は第一種圧力容器の所在地を記入し、かつ、申

請者の連絡先(電話番号)を併記すること。 

  3 都道府県労働局長に申請するときは、収入印紙を貼付し、この場合、収入印紙は、

申請者において消印しないこと。 

  4 当該ボイラー又は第一種圧力容器について申請前に受けた検査に関する資料があ

るときには、当該資料を添付すること。 

様
式
第
十
四
号
　
削
除

様
式
第
１
５
号
（
第
１
４
条
、
第
５
９
条
関
係
）

様式第15号(第14条、第59条関係) 

(     )落成検査申請書 

種 類   
構造検査又は使用検
査の刻印番号 

  

最 高 使 用 圧 力 MPa 伝熱面積又は内容積 m2・m3 

設 置 地   

設 置 届 出 年 月 日 年    月    日 

受 検 希 望 日 年    月    日 

        年  月  日 

申請者 氏 名   

  
収 入

印 紙 

  

 

  労働基準監督署長殿 

 備考 

  1 表題の(  )には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入するこ

と。 

  2 収入印紙は、申請者において消印しないこと。 

様
式
第
１
６
号
（
第
１
５
条
、
第
４
４
条
、
第
６
０
条
、

第
７
９
条
関
係
）

 

様
式
第
１
７
号
（
第
２
５
条
関
係
）

様式第17号(第25条関係) 

 

適合自動制御ボイラー認定申請書 

事 業 場 の 名 称 

電話   (   )     

事 業 場 の 所 在 地 

  

認定を受けよう

とする自動制御

装置を備えたボ

イラー 

製 造 許 可 番 号

及び許可年月日 

  

検 査 証 番 号 
  

種 類 
  

伝 熱 面 積 又 は

内 容 積 

  

検査証有効期間

の 末 日 

  

当該自動制御装置に係る適合証明書

の証明書番号及び証明年月日 

  

 

  令和  年  月  日 

 

申請者氏名              

 

       労働基準監督署長 殿 

 

 

備考 

  認定を受けようとする自動制御装置を備えたボイラーの設置場所を示す図面及び当該

自動制御装置に係る適合証明書(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び

指定に関する省令様式第4号の4)を添付すること。 
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様
式
第
１
８
号
　
削
除

様
式
第
１
９
号
（
第
３
９
条
、
第
７
４
条
関
係
）

 

様
式
第
２
０
号
（
第
４
１
条
、
第
７
６
条
関
係
）

様式第20号(第41条、第76条関係) 

(     )変 更 届 

事 業 場 の 名 称   

事 業 場 の 所 在 地   

種 類   検査証番号   

最 高 使 用 圧 力 MPa 
伝熱面積又

は 内 容 積 
m2・m3 

変 更 す る 部 分   

変 更 の 理 由   

変更工事を行う事業場の
名称(電話番号)及びその
所在地 

  

変更工事着手予定年月日        年    月    日 

変更工事完了予定年月日        年    月    日 

 

     年  月  日 

事業者職氏名          

  労働基準監督署長殿 

 備考 

   表題の(  )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入する

こと。 

様
式
第
２
１
号
（
第
４
２
条
、
第
７
７
条
関
係
）

様式第21号(第42条、第77条関係) 

(     )変 更 検 査 申 請 書 

種 類   検査証番号   

最 高 使 用 圧 力 MPa 
伝熱面積又
は 内 容 積 

m2・m3 

変 更 届 出 年 月 日       年    月    日 

受 検 地   

受 検 希 望 日       年    月    日 

 

  収 入 印 紙 
      年  月  日 

  労働基準監督署長殿 
申請者 

住所        

氏名        

 備考 

  1 表題の(  )内には、ボイラー又は第一種圧力容器のうち該当する文字を記入する

こと。 

  2 収入印紙は、申請者において消印しないこと。 

様
式
第
２
２
号
（
第
４
６
条
、
第
８
１
条
関
係
）
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様
式
第
２
３
号
（
第
５
１
条
、
第
５
６
条
、
第
５
６
条
の

２
、
第
５
７
条
関
係
）

 

 

様
式
第
２
４
号
（
第
５
６
条
関
係
）

様式第24号(第56条関係) 

第 一 種 圧 力 容 器 設 置 届 

① 事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

  
電 話   (   )    

  

  使 用 の 目 的      

② 加 熱 の 方 法 直 火  蒸 気  その他 
当該容器に受け入れる又は当該容

器において発生する気体の名称 
  

  圧 力 源 の 最 高 使 用 圧 力 MPa ③ 
圧力源と当該容器との間の減

圧弁の有無 
有 無 

  設置工事を行う事業場の名称 

  (電話番号)及びその所在地 
  

  設 置 工 事 落 成 予 定 年 月 日                   年    月    日 

④ 参 考 事 項   

    年    月    日 

事業者職氏名             

  労働基準監督署長殿 

 備考 1 ①の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

    2 ②及び③の欄は、該当する事項に○印を付すること。 

    3 ④の欄は、当該圧力容器に附属するコンデンサー、液体加熱器等があるときには、その名称を記入すること。 

様
式
第
２
５
号
（
第
５
６
条
の
２
条
関
係
）
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様
式
第
２
６
号
（
第
９
１
条
関
係
）

様式第26号(第91条関係) 

小 型 ボ イ ラ ー 設 置 報 告 書 

① 事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 

  電話   (  )      

使 用 の 目 的   

ボ
イ
ラ
ー
室 

② 構 造 

木造 鉄骨造 

鉄筋コンクリート造 

その他 

床 面 積 延                m2 

③ 出 入 口 の 構 造 外開き式 引戸式 出 入 口 の 数   

④ 燃 焼 室 炉 壁 の 構 造 
 普通
れん
が壁  

 空冷
れん
が壁  

 水冷
壁  

⑤ 燃 焼 方 式 手だき ストーカ燃焼 バーナ燃焼 

⑥ 燃 料 

石 炭   重 油 

ガ ス   そ の 他 

給 水 装 置 

種 類 給 水 能 力 数 

  kg／hr   

  kg／hr   

給 水 処 理 装 置 

形 式 
処理そうの内径

及び長さ 
処 理 能 力 

⑦ 給 水 加 熱 器 有 無   
  mm×mm 

  mm×mm 

l／hr 

l／hr 

⑧ 自 動 制 御 方 式 

全 自 動 

燃 焼 系 

そ の 他 

⑨ インタロック

装置 

低水位燃焼しや断 

失火時燃焼しや断 

その他 

⑩ ス ト レ ー ジ タ ン ク 有 無 煙 突 

⑪ 構 造 口 径 高 さ 

鋼 板 製 

鉄筋コンクリー

ト製 

そ の 他 

m m 

    年  月  日 

  労働基準監督署長殿 

事業者            

職             

氏 名            

 備考 

  1 ①の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 ②から⑪までの欄は、該当する事項に○印を付すること。 
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